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Ⅰ．はじめに 
 
１．検討の背景 
 
（１）指定管理者制度とは 

公の施設については、これまでは公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等

（以下、「公社等」という。）に管理運営を委託する方式に限られていた。しかしながら、多様化・

複雑化する市民ニーズへ的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用す

ることが有効と考えられ、平成15年6月に地方自治法が改正され、指定管理者制度が創設された。 

 

  指定管理者制度とは 

 
   ① これまでの制度：管理委託制度 

    地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。 

    ・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの（1／2以上出資等） 
    ・公共団体（土地改良区等） 

    ・公共的団体（農協、自治会等） 

   ② 改正後：指定管理者制度 

    地方公共団体の指定を受けた指定管理者が、管理を代行する。 

    ・指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定 

    ・指定管理者も使用の許可を行うことが可能 

     例示） 

     地方公共団体が設置する文化センターを株式会社等の民間事業者が行うことが可能に。 

     ＰＦＩ事業で建設した施設について、ＰＦＩ事業者による利用料金制も含めた管理代行が

可能に。 

   ③ 改正地方自治法 

    (公の施設の設置、管理及び廃止) 

   第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも

のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければな

らない。 

   ２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものに

ついて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、

議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

   ３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認める

ときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指

定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の
施設の管理を行わせることができる。 

   ４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

その他必要な事項を定めるものとする。 
   ５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 
   ６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地

方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
   ７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作
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成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 
   ８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に

係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させること
ができる。 

   ９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定め

るところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あら

かじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 
   １０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期

するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に

ついて調査し、又は必要な指示をすることができる。 
   １１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者に

よる管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
 
 
 
（２）宇治市における指定管理者制度導入の経過 
 
本市では、平成 15年 6月の地方自治法の改正による指定管理者制度の創設をうけ、平成 17年

2月に「指定管理者制度導入のための指針」（以下「指針」という）を策定し、以降、現在管理委
託を行っている施設について導入手続を進め、平成 18 年 4 月 1 日からこれまで管理委託を行っ
ていた施設について、指定期間を 4年間として指定管理者による管理を開始した。 
本市の設置する公の施設全 699 施設中、指定管理者制度を導入したのは 42 施設であり、残る

657施設については直営としているところである。 
これら指定管理者制度を導入した施設においては、一部を除き、「指針」に基づきこれまで管理

委託を行っていた外郭団体（市出資公社1）・社会福祉法人等を指名により指定管理者とし、民間

事業者等の参入による競合については次期指定期間（平成 22年度～）に見送った。 
また、直営施設の指定管理者制度導入については、環境を整備のうえ平成 19年度以降、順次実
施することとしたところである。 

 

                                                  
1 宇治市が主たる出資者で、宇治市の公共施設の管理にあたっている財団法人。 
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２．既存計画等での位置づけ 
 
（１）宇治市第４次行政改革大綱 
宇治市第 4 次行政改革大綱では、現在指定管理者として指定されている外郭団体の取扱いにつ
いて、「4．改革の実施項目 3．外郭団体の見直しと運営改善」において、「外郭団体については、
設立の目的、業務内容、機能等について検討を行い、統廃合も含めた見直しを行う。行政への財

政依存が高い団体について、自立経営に向け、業務執行の効率化や財政状況の向上対策を推進す

る。また団体職員の意欲や資質の向上を図るための方策を検討し団体の活性化を図る。」としてい

る。 
 
（２）宇治市第４次行政改革実施計画 
また、宇治市第 4 次行政改革実施計画では「3．外郭団体の見直しと運営改善」の NO36 の実
施事項として「公社等の見直し：公社等について、設立の目的、業務内容等について検討し、統

廃合も含めた見直しを図る。」としている。 
 
（３）指定管理者制度導入の指針 
平成 17年 2月に策定された「指定管理者制度導入のための指針」では、次頁のような基本的な

考え方が示されている。 
この中では、従来の管理委託制度により宇治市が出資している公社等へ管理運営を委託してい

る公の施設（以下「既委託施設」という。）については、平成 18年 4月から原則的に指定管理者
制度に移行することとしており、このうち、現段階で公募が困難と認められる施設については、

第 1 回目は従来の受託者（＝公社等）を選定し、次回の選定から原則公募制とすることとしてい
る。 
さらに、公社等については、「効率的に運営されているのか、公社等に委託するメリットが十分

に発揮され、かつ必要な事業が行われているのか、などについて再点検を行う。検証の結果、民

間事業者等より優れた特質をアピールできない公社、設立目的に照らして存在意義の薄れた公社、

再委託する割合が高い公社については、廃止や統合等の検討を行う。」と、次期指定期間に向けて

の検討作業を行うことを明言している。 
一方、直営施設についても、「市民ニーズに適合した質の高いサービスの提供とともにコストの

削減について再点検を行い、公の施設の設置目的をより効果的に実現し、かつ効率的な管理運営

をめざすとともに、市民との協働のあり方について検討のうえ、管理代行が可能な施設について

は、指定管理者制度を導入する。」と明言しており、市民サービスの向上や施設の効果的、効率的

な運営が期待できるものは、指定管理者制度の導入や全面委託化、嘱託職員化、統廃合など個別

に検討を行うこととしている。 
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指定管理者制度導入の指針（平成 17年 2月）の概要 
区分 項目 内容 

基本的な考え

方 
導入の時期 ・従来の管理委託制度により公社等へ管理運営を委託している公

の施設（以下「既委託施設」という。）については、平成 18 年
4月から原則的に指定管理者制度に移行する。 

・市が直接管理運営している公の施設（以下「直営施設」という。）

についても、再点検を行い、管理代行が可能な施設については、

平成 19年度以降、順次指定管理者制度を導入する。 
 公の施設の

管理運営の

留意点 

・再点検にあたっては、市民との協働を踏まえつつ、個人や地域、

あるいは民間部門ではできないもの、もしくは非効率なものの

みを行政が行うという補完性の原理に基づいて行う。 
・宇治市が出資している公社等については、効率的に運営されて

いるのか、公社等に委託するメリットが十分に発揮され、かつ

必要な事業が行われているのか、などについて再点検を行う。

検証の結果、民間事業者等より優れた特質をアピールできない

公社、設立目的に照らして存在意義の薄れた公社、再委託する

割合が高い公社については、廃止や統合等の検討を行う。 
指定管理者の

選定等の基準 
選定と公募

の基準 

・管理を代行する者を特定することが必要な施設については、公

募せずに選定する。 
・施設管理と、事業の推進をあわせて代行させることが望ましい

施設については、資格等に特別の条件を付け、公募する。 
・民間企業がすでに事業展開している分野の施設については、広

く公募する。 
 指定期間 ・新規 4年間、継続指定 5年間 

 利用料金制

度 

・自立的経営が図られる施設、あるいは自立的経営が見込まれる

施設については、利用料金制度及び承認料金制度の積極的な導

入を図る。 
 条例の制定

方式 

・総則的な条例は制定せず、個別条例ごとに制定する。 

 個人情報の

保護 

・指定管理者が取り扱う個人情報について、個人情報保護条例に

位置づける。 

施設類型別に

よる選定方向 
公募する施

設 

・既委託施設のうち、民間企業のノウハウ等が導入できる施設に

ついては原則公募。 

 公社等を当

面選定する

施設 

・既委託施設のうち、現段階で公募が困難と認められる施設につ

いては、第 1 回目は従来の受託者を選定し、次回の選定から原
則公募制とする。 

 市民に身近

な施設 

・原則地域関係団体等を選定する。 

 直営施設お

よび新規開

設施設 

・全市を対象とした直営施設については、指定管理者制度の導入

や全面委託化、嘱託職員化、統廃合など個別に検討する。 
・新規開設施設については、検討段階から指定管理者制度につい

て検討し、開設にあわせて導入する。 
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３．検討の進め方 
 
（１）検討対象の施設 
指定管理者制度対象の宇治市の公の施設は、全体で 699施設（平成 18年 4月 1日現在）あり、
うち指定管理者が指定されている施設が 42施設、直営施設が 657施設となっている。 

 
           対象となる公の施設 

部 現在の管理区分 施設名 施設数

市民環境部 指定管理者 文化会館 1

コミュニティセンター 4

産業会館 1

市営茶室 1

観光センター 1

天ケ瀬墓地公園 1

斎場 1

直営 ふれあいセンター 3

集会所 124

天ヶ瀬森林公園 1

善法農業共同作業所 1

隣保館 2

男女共同参画支援センター 1

産業振興センター 1

ベンチャー企業育成工場 1

笠取簡易水道 1

池尾飲料水供給施設 1

健康福祉部 指定管理者 総合福祉会館 1

地域福祉センター 4

デイホーム 2

直営 保育所 8

健やかセンター 1

休日急病診療所 1

地域福祉センター 2

建設部 直営 市営住宅 12

特定公共賃貸住宅 1

都市整備部 指定管理者 植物公園 1

黄檗公園 1

西宇治公園 1

東山公園 1

自動車駐車場 2

自転車等駐車場 17

直営 児童公園等（有料公園・有料施設を含む公園以外） 472

浄化センター 2

教育部 指定管理者 総合野外活動センター 1

教育委員会 巨椋ふれあい運動ひろば 1

直営 生涯学習センター 1

青少年指導センター 1

青少年センター 3

源氏物語ミュージアム 1

市民会館 1

公民館 5

図書館 3

歴史資料館 1

水道部 直営 浄水場 6

総数 699

うち指定管理者 42

うち直営 657
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（２）検討の視点 
①適切な管理形態の検討 
「指針」では、直営施設についても、再点検を行い、公の施設の設置目的をより効果的に実現

し、かつ効率的な管理運営をめざすとともに、市民との協働のあり方について検討のうえ、管理

代行が可能な施設については、指定管理者制度を導入するとしている。 
そこで、指定管理者制度導入施設（外郭団体分・その他法人等分）・直営施設の、全ての公の施

設（699 施設）について、効率性・市民サービス向上の観点から「そもそもどのような管理形態
が最も望ましいか」という検討を行い、指定管理者制度導入施設（外郭団体分・その他法人等分）

については「現在の指定管理者でよいのか」、「市出資公社の存廃は」、「存続の場合改善策はある

か」といった点について、直営施設については、「指定管理者制度導入か」、「直営継続でも改善策

はあるか」といった点について検討することとする。 
施設の方向性を判断するうえで、以下のような視点に基づき、まず現況を明らかにする。 

① 施設の設置目的が時代のニーズに適合しているか。 

② 施設が十分に利用されているか（開設日・時間、利用者数等）。 

③ 施設の管理運営主体が施設の利用目的から判断して適切であるか。 

④ 使用料、支出額、市負担額が適正か。 

次に、以下のような視点に基づき、管理運営の方向性を明らかにする。 

  ① 民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大など

が期待できるか。 
  ② 民間事業者等に任すことで、コスト削減が図れる可能性があるか。 
  ③ 利用の平等性や公平性などについて、行政でなければ確保できない明確な理由

があるか。 
  ④ 同様・類似のサービスを提供できる民間事業者等が存在しているか。 
  ⑤ 施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事

業者等の運営が可能か。 
  ⑥ 税負担でなく、使用料や利用料金によって運営を行う収益施設か。 

 
②指定管理者の選定方法の検討 
最も適切な管理形態の検討の結果、指定管理者制度の導入が最も適切であるとなった施設につ

いては、指定管理者の公募の実施について、検討を行う。 
公募の実施については、以下のような視点に基づき、判断を行う。 
  ① 施設の性格及び設置目的等に照らし、管理を代行する者を特定することが必要

かどうか。 

  ② 施設管理と密接に関連する事業の推進をあわせて代行する必要がある場合、公

募を行うことが事業の推進に障害とならないかどうか。 

  ③ 民間企業がすでに事業展開している等、公募に応じる民間事業者が存在するか

どうか。 

なお、「指針」では、現在公社等が指定管理者として選定されている施設については、次回の指

定管理者の選定以降は原則公募制に移行することが明言されているが、この点についても、公募

制に移行して支障がないかを検討する。 
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③公社等の自立的経営に向けた検討 
公社等については、効率的に運営されているのか、公社等に委託するメリットが十分に発揮さ

れ、かつ必要な事業が行われているのか、などについて再点検を行う。 
「指針」により、現在公社等が指定管理者として選定されている施設については、次回以降は、

原則公募制に移行することになることから、民間事業者等より優れた特質をアピールできない公

社、設立目的に照らして存在意義の薄れた公社、再委託する割合が高い公社については、廃止や

統合等も視野に入れておく必要があり、その方法論についても検討を行っておく必要がある。 
 
（３）検討の体制 
本件の検討にあたっては、学識経験者等により構成される「宇治市公共施設運営検討委員会」

を設置し、この委員会で議論を行い結論を得るという形態で進める。 
委員のメンバーは以下の通りである。 
 
宇治市公共施設運営検討委員会 

区分 役職 委員 
学識経験のある者 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 川浦 昭彦 ＊

 立命館大学法学部法学科・法学研究科准教授 正木 宏長 
公の施設の管理運営 税理士 赤井 裕和 
について専門的知識 京都銀行宇治支店長 西森 均 
を有する者 社会保険労務士 安光 好宏 
市職員 市長公室長 塚原 理俊 
 政策経営監 粂 要治 
 財務室長 坪倉 貢 
 総務部長 梅垣 誠 
 市民環境部長 仲野 正之 
 市民環境部理事 堀井 健一 
 市民環境部理事 稲石 義一 
 健康福祉部長 田中 秀人 
 健康福祉部理事 岡本 惠司 
 建設部長 三枝 政勝 
 都市整備部長 石井 章一 
 教育部長 五艘 雅孝 
 水道部長 小西 吉治 
事務局 政策室  
＊委員長 
※平成 19年 12月末現在 
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（４）検討の経過 

宇治市公共施設運営検討委員会の開催状況は下記の通りである。 

回数 開催日 議題等 

第 1回 平成 18年 10月 17日 

 

公共施設運営検討事業趣旨説明 

検討スケジュール確認 

当面の作業について 

第 2回 平成 19年 4月 19日 各種調査分析結果報告 

分析結果による公の施設の類型化と今後の方向性 

第 3回 平成 19年 6月 14日 公共施設の施設別管理運営方向性（素案）について 

（中間まとめ） 

第 4回 平成 19年 9月 10日 公共施設の施設別管理運営方向性の判定と改善検討

項目等について 

（管理運営区分変更等のある施設における課題） 

第 5回 平成 19年 11月 19日 個別施設における課題 

財団法人解散時の手続について 

最終報告書の構成について（案） 

第 6回 平成 20年 2月 14日 最終報告書について 
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４．検討結果の概要 
今回の検討結果をまとめると以下の通りとなる。 
検討結果のまとめ 

直　　営 指定管理者（公募外） 指定管理者（公募）
○ふれあいセンター（3）
○天ヶ瀬森林公園
○農業共同作業所
○男女共同参画支援センター
○笠取簡易水道
○池尾飲料水供給施設
○健やかセンター
○地域福祉センター（2）
○市営住宅等（13）
○生涯学習センター
○青少年指導センター
○青少年センター（3）
○歴史資料館
○浄水場（6）

(36)
○集会所（124）
○保育所（8）
○志津川浄化センター
○東宇治浄化センター
○市民会館
○公民館（5）
○図書館（3）

(143)
○産業振興センター
○ベンチャー企業育成工場
○隣保館（2）
○休日急病診療所
○児童公園等（472）

(477)
656 － － 656

◎コミュニティセンター（4）
◎墓地公園
◎斎場
◎産業会館
◎市営茶室
◎観光センター
◎総合福祉会館
◎地域福祉センター（4）
◎デイホーム（2）
◎自転車等駐車場（2）

－ 18 － 18
●有料公園（4）
●巨椋ふれあい運動ひろば
●自転車等駐車場（15）
●文化会館
●総合野外活動センター

1 22 2 25

657 40 2 699

指
定
管
理
者

（
公
募
外

）

－ －

直
営

直
営
※

直
営
＊

合計

●源氏物語ミュージアム

－ －

合計
現在

将
来

－ －

－ －

指
定
管
理
者

（
公
募

）

●自動車駐車場（2）

 
※当面直営であるが現在他の方策を検討しているもの 
＊当面直営であるが引き続き検討を要するもの 
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現在直営で管理を行っている 657施設のうち、今後、指定管理者制度に移行することが望まし
い施設として 1施設（源氏物語ミュージアム）、直営施設のうち当面直営であるが現在他の方策を
検討しているものが 7種 143施設、当面直営であるが引き続き検討を要するもの 5種 477施設、
今後も直営を継続する施設が 14種 36施設となっている。 
現在既に指定管理者制度を導入している 42施設のうち、次期以降公募とする施設が 5種 22施

設、引き続き公募とする施設が 1種 2施設、非公募とする施設が 10種 18施設となった。なお、
新たに指定管理者制度に移行する源氏物語ミュージアムは公募により指定管理者を選定するもの

とした。 
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N=89

500㎡未満
30.3%

500㎡～1,000㎡
未満
23.6%

1,000㎡～2,000㎡未
満
23.6%

2,000㎡～3,000㎡未
満
10.1%

3,000㎡～5,000㎡未
満
3.4%

5,000㎡～
9.0%

Ⅱ．宇治市公共施設の現況把握及び課題整理 
 
１．公の施設の概要 
 
（１）施設の概要 
 

検討対象となる公共施設のうち、施設建築物が主体となっている 89施設（併設のものは建物単
位で算定、集会所を除く）の施設概要は以下の通りである。 

 

１）建設年度 
・施設建築物の建設年度をみると、

平成 2年～11年に建設されたも
のが 34.8%と最も多く、全体の
約 1／3近くを占めており、次い
で昭和 55年～平成元年が 27.0 
%、昭和 45年～54年が 16.9％、
平成 12 年以降が 13.5％、昭和
44年以前が 7.9%と続いている。 

・建設以降約 30年以上を経た昭和
54 年以前の建物が全体の 1／4
を占めている。 

 
 

 
２）延床面積 
・施設建築物の延床面積をみると、

500 ㎡未満のものが 30.3%と最
も多く、次いで 1,000～2,000㎡
未満と 500～1,000 ㎡未満が共
に 23.6%で続いている。 
・2,000未満の施設が全体の約 

1／4を占めている。 
 
 

 
 
 
 

■建設年度

■床面積 

N=89

昭和44年以前
7.9%

昭和45年～54年
16.9%

昭和55年～平成元
年
27.0%

平成2年～11年
34.8%

平成12年以降
13.5%
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３）耐震化の状況 
・施設建築物のうち、昭和 56年以
降に着工した新耐震基準に基づ

く建築物と、昭和 55年以前でも
耐震改修工事を実施した建築物

は、耐震性能があると推定でき

る。 
・これによると、施設建築物主体

の 89 施設のうち 76.4%が耐震
性能ありと推定できる。 

・実際には昭和 55年以前の建築物
でも、耐震性能を有する施設は

あることから、実際の耐震化率

はさらに高くなると考えられる。 
 
 

 
４）バリアフリー化の状況 
・施設建築物のうち、ハートビル

法が施行された平成６年以降に

着工した建築物と、エレベータ

ーの設置などのバリアフリー化

工事を実施した建築物は、バリ

アフリー化に対応していると推

定できる。 
・これによると、施設建築物主体

の 89 施設のうち 58.4%がバリ
アフリー化に対応していると推

定できる。 
・実際には平成５年以前の建築物

でも、バリアフリー化に対応し

ている施設はあることから、実

際のバリアフリー化率はさらに

高くなると考えられる。 
 
 
 
 
 
 

N=89

耐震性能あり
76.4%

耐震性能なし
23.6%

N=89

バリアフリー対応な
し
41.6%

バリアフリー対応
あり
58.4%

■耐震化の状況 

■バリアフリー化の状況 
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（２）管理運営の状況 
１）管理運営形態 
①運営形態 
・児童公園、集会所等を除く 102施設の運営形態をみると、直営が 58.8%、指定管理者が 41.2%
となっており、4割を超える公共施設で指定管理者制度が導入済となっている。 
・なお、指定管理者において利用料金制度の導入実績はまだない。 
・施設建築物主体の施設について、運営形態別に建設時期と延床面積の分布状況をみてみると、

指定管理者制度を導入している施設は、昭和 55年以降に建設された延床面積 2,000㎡未満の施
設により集中している状況がうかがえる。 
 

■運営形態 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■運営形態別の建設時期と延床面積 

 
 
 
 
 

N=102
指定管理者
（利用料金）
0.0%

指定管理者
（指定料金）
41.2%

直営
58.8%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
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建設時期（年）

延
床
面
積

直営

指定管理者

(㎡)

  S5     S15     S25     S35     S45     S55      H2      H12     H22 
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②組織形態 
・運営組織としては、58.8%の直営の施設は全て行政であるが、41.2%の指定管理者については公
益法人が 22.5%、その他が 18.6%となっており、指定管理者の過半数が公益法人となっている。 

・公益法人以外の指定管理者の組織形態としては、社会福祉法人、民間事業者などがある。 
 

■組織形態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③料金収入の有無 
・料金収入の状況をみてみると、全体の 69.6%が料金収入のある施設となっている。 
・これを運営形態別にみると、料金収入がある比率は直営で 60.0%、指定管理者で 83.3%と、指
定管理者の方が高くなっている。 

 
■運営形態別料金収入の有無 

 
 
 

N=102

行政
58.8%

公益法人
22.5%

その他
18.6%

83.3%

30.4%

40.0%

16.7%

69.6%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数  N=102

直営 N=60

指定管理者  N=42

収入あり 収入なし
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26.2%

19.6%

26.7%

9.5%

34.3%

18.3%

57.1%

5.9%

35.0%

31.4%

4.8%

6.7%

2.4%

13.3%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数  N=102

直営 N=60

指定管理者  N=42
(指定料金)
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２）管理運営コスト 
①職員数 
・指定管理者も含めた職員数別の構成をみると、全体では｢5人～10人未満｣が 34.3%と最も多く、
次いで｢3人未満｣が 31.4%、「3人～5人未満」が 19.6%と続いている。約半数の施設が職員５
人未満であり、職員が 10人以上いる施設は全体の約 15%ということになる。 

・運営形態別にみると、直営施設では 10人未満が 61.7%を占め、指定管理者施設より高い比率と
なっている。また、20人以上の施設も、保育所等を中心に 13.3%と高い比率を占めている。 

・指定管理者では、5人～10人未満の施設が 57.1%と、比率が高くなっている。施設内容として
は自転車駐車場やコミュニティセンターとなっている。 
・施設建築物の延床面積と職員数の分布をみると、延べ床面積 3,000 ㎡未満の直営施設では、職
員数と施設規模に一定の相関性がみられるが、施設規模が大きくなると相関性は小さくなって

いる。また、指定管理者施設の施設規模と職員数の相関性は直営施設よりさらに小さい。 

 

■運営形態別職員数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■運営形態別延床面積と職員数 
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②施設維持管理費 
・施設維持管理費単価の分布状況をみると施設規模が小さいほど、また、建築時期が古いほど維

持管理単価が大きくなる相関関係が若干ではあるがうかがえる。 
 

■運営形態別延床面積と施設維持管理費単価 
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２．公共施設利用者の意向把握 
 
（１）利用者アンケート調査の概要 

 
１）調査の目的 
・「公の施設」の対象となる各施設の利用者に対して、アンケート調査を実施し、利用状況や満足

度、利用意向等を把握することで、各施設の現在の評価と課題を明らかにすることを目的とす

る。 
 
２）調査の方法 
・各施設の利用者に対して、共通フォーマットによる利用者アンケート調査を実施した。 
・対象となる施設に、専用のアンケート・コーナーを設け、アンケート用紙とアンケート回収箱

を設置して、その場でアンケートを投函できるようにした。 
・また、宛名を記入した専用封筒を用意し、アンケート用紙を持ち帰って自宅等から郵送で投函

したり、ＦＡＸで投函ができるようにした。 
・宇治市のホームページからアンケート用紙をダウンロードできるようにして、ＥメールやＦＡ

Ｘ、郵送で投函できるようにした。 
・なお、集会所（124 施設）及び児童公園（472 施設）については、該当する町内会・自治会等
の代表者にアンケート用紙を配布した。 

 
３）調査期間 
・平成 18年 11月 17日～12月 15日 
 
４）回収状況 
・回収票数 1,117票 
 
 



 18

（２）調査結果の概要 
 
１）施設別回収数 
・回収総数 1,117票の施設別内訳は，右表の
通りであり、集会所と児童公園を除くと

59施設についての回答があった。 
・このうち 11 施設については、回答数が 5
票未満と少なく，正確な評価が困難である

ことから，この 11 施設を除く 48 施設を
対象に分析を行うこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設
番号

施設名称 回収数

1 宇治市文化会館 15
2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9
3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16
4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7

5 宇治市槇島コミュニティセンター 2
6 宇治市莵道ふれあいセンター 17
7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136
8 宇治市平盛ふれあいセンター 31
9 集会所 136
11 宇治市善法農業共同作業所 10
12 宇治市善法隣保館 12
14 宇治市男女共同参画支援センター 8
15 宇治市産業会館 1
17 宇治市観光センター 8
20 宇治市天ヶ瀬墓地公園 1
21 宇治市斎場 10
24 宇治市総合福祉会館 13
35 宇治市西小倉地域福祉センター 1
36 宇治市東宇治地域福祉センター 2
37 宇治市広野地域福祉センター 5

38 宇治市槇島地域福祉センター 3
39 宇治市木幡地域福祉センター 9
40 宇治市開地域福祉センター 7
41 宇治市小倉デイホーム 3
42 宇治市平盛デイホーム 21
56 宇治市植物公園 12
57 宇治市黄檗公園 33
58 宇治市西宇治公園 4
60 児童公園等 41
63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27
64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35
65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33
66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38
67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35
68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31
69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31
70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26
71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25
72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33
73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20
74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20
76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17
78 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16
79 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13
82 宇治市総合野外活動センター 6
83 宇治市生涯学習センター 8
84 宇治市巨椋ふれあい運動ひろば 1
86 宇治市河原青少年センター 6
87 宇治市善法青少年センター 6

89 宇治市源氏物語ミュージアム 5

91 宇治市宇治公民館 10

92 宇治市広野公民館 4

93 宇治市小倉公民館 25

94 宇治市中央公民館 10

95 宇治市木幡公民館 29

96 宇治市中央図書館 18

97 宇治市西宇治図書館 6

98 宇治市東宇治図書館 2

99 宇治市歴史資料館 8
　合　計 1,117
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２）回答者の属性 
 

・回答者の属性をみると、60 歳代が約 28％と最も多数を占め，次いで 50 歳代、70 歳以上と続
き、50歳代以上で過半を占めている。 
・性別をみると女性が約 54％と過半を占めている。 
・職業をみると、高齢者の比率が高かったことから無職が約 36％と最も多く、次いで会社員、そ
の他と続いている。 

 
 
 
  回答者の属性 

 性別

不　明,
6.7%

女性,
53.8%

男性,
39.5%

 年齢

不　明,
5.6%

２０歳未
満, 4.3%

２０歳代,
6.4%

３０歳代,
11.9%

７０歳以
上, 15.3%

４０歳代,
10.3%

５０歳代,
18.4%

６０歳代,
27.8%

 職業

家事手伝
い, 1.8%

自営業,
4.5%

その他,
17.6%

無職,
35.6%

不　明,
7.0%

学生,
5.8%

会社員,
27.7%
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３）利用頻度 
 
・アンケートの回答より、回答者 1人当
たりの平均年間利用回数を算定すると

右表のようになる。 
・毎日の通勤通学等に利用する自転車駐

車場や、福祉センター等の高齢者福祉

施設の利用頻度が特に高くなっており、

次いで公民館、ふれあいセンター、コ

ミュニティセンター等のコミュニティ

施設の利用頻度が高くなっている。 
・施設規模との関係をみると、延床面積

が小さい身近な施設の利用頻度が高く

なっているといえる。 
・また、自転車等駐車場を除くと、利用

料金が不要な無料の施設の利用頻度が

高い傾向があるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用頻度 

Ｑ１

順

位

番

号

施設名 回答数 年間平

均利用

頻度

1 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 200.0

2 37 宇治市広野地域福祉センター 5 200.0

3 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 196.8

4 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 194.4

5 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 192.3

6 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 191.7

7 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 191.3

8 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 190.7

9 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 185.4

10 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 184.4

11 42 宇治市平盛デイホーム 21 183.3

12 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 180.1

13 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 180.1

14 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 169.0

15 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 158.9

16 24 宇治市総合福祉会館 13 150.3

17 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 144.8

18 40 宇治市開地域福祉センター 7 144.8

19 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 138.9

20 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 132.0

21 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 122.7

22 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 106.5

23 91 宇治市宇治公民館 10 94.4

24 12 宇治市善法隣保館 12 86.9

25 95 宇治市木幡公民館 29 80.1

26 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 78.5

27 9 集会所 136 77.7

28 86 宇治市河原青少年センター 6 71.3

29 93 宇治市小倉公民館 25 71.3

30 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 70.0

31 17 宇治市観光センター 8 66.5

32 60 児童公園等 41 65.7

33 97 宇治市西宇治図書館 6 58.7

34 87 宇治市善法青少年センター 6 54.7

35 57 宇治市黄檗公園 33 54.2

36 94 宇治市中央公民館 10 47.0

37 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 44.5

38 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 41.6

39 96 宇治市中央図書館 18 41.0

40 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 37.5

41 83 宇治市生涯学習センター 8 29.7

42 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 16.0

43 99 宇治市歴史資料館 8 13.3

44 1 宇治市文化会館 15 10.0

45 56 宇治市植物公園 12 5.1

46 11 宇治市善法農業共同作業所 10 3.2

47 82 宇治市総合野外活動センター 6 2.8

48 21 宇治市斎場 10 -
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４）満足度 
 

・アンケート問 2の回答より、「なんともいえない」を除いて施設の満足度に対して以下のような
ポイントをつけ、平均点を算定した。 

      平均点の算定 
回答 ポイント 

大変満足している ＋2 
まあ満足している ＋1 
ふつうである 0 
あまり満足していない －1 
満足していない －2 

・アンケート問 2 の各設問の平均点について、以下のような大項目に集約して平均を算出したも
のと、全体を集約した全体平均を算定した。 

      集計項目の集約 
設問 大項目 全体 

 1．建物の新しさ 施設満足度 全体満足度 
 2．建物の使いやすさ   
 3．建物の安全性   
 4．施設の立地   
 5．施設の規模   
 6．バリアフリー対応   
 7．サービス内容 サービス満足度  
 8．利用時間   
 9．利用料金   
10．混雑度   
11．付帯施設や設備   
12．スタッフの対応   
13．清掃等の状況 管理運営満足度  
14．修理等の状況   

 
①施設満足度 
・施設満足度を高い順に並べると次頁の表のようになり、回答数は少ないものの「宇治市総合野

外活動センター」が第 1位となった。 
・満足度と他の指標の関係をみてみると、建設時期が新しい施設の方が満足度が高い傾向が読み

取れた。 
・また、施設規模については、小規模で身近な施設の方が、僅かではあるが相対的に満足度が高

い傾向が読み取れた。 
・利用頻度については、利用頻度が高い施設の方が、不満が少ない傾向が読み取れた。 
・また、利用料金をとっていない無料の施設に、満足度が低い施設が多かった。 
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１． ２． ３． ４． ５． ６． Q2-1

順

位

番

号

施設名 回答数 建物の

新しさ

建物の

使いや

すさ

建物の

安全性

施設の

立地

施設の

規模

バリア

フリー

対応

施設

満足度

平均

1 82 宇治市総合野外活動センター 6 1.67 1.60 1.50 1.50 1.75 1.67 1.61

2 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 1.50 1.40 1.60 1.00 0.80 1.50 1.30

3 42 宇治市平盛デイホーム 21 1.00 1.33 1.30 1.36 1.00 1.45 1.24

4 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 1.40 0.80 1.40 1.00 1.50 1.20 1.22

5 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 1.33 1.17 1.33 1.57 0.00 1.25 1.11

6 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 1.29 0.91 1.39 1.48 0.60 0.85 1.08

7 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 1.67 0.17 1.40 1.50 0.25 1.50 1.08

8 37 宇治市広野地域福祉センター 5 1.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06

9 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 0.57 1.24 1.45 1.47 1.30 0.13 1.03

10 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 0.18 1.27 1.20 1.18 1.13 1.11 1.01

11 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 1.14 0.93 1.21 1.50 0.50 0.75 1.01

12 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 1.56 1.00 1.67 0.50 0.50 0.80 1.00

13 99 宇治市歴史資料館 8 1.00 1.40 1.75 0.33 1.50 0.00 1.00

14 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 0.75 1.00 0.96 1.29 1.14 0.69 0.97

15 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 1.08 1.00 1.04 1.38 1.10 0.15 0.96

16 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 0.78 0.82 1.27 1.27 0.77 0.80 0.95

17 17 宇治市観光センター 8 1.00 1.00 0.67 1.60 1.00 0.00 0.88

18 40 宇治市開地域福祉センター 7 1.67 1.33 1.00 1.25 0.00 0.00 0.88

19 97 宇治市西宇治図書館 6 0.60 1.33 1.00 0.75 1.00 0.50 0.86

20 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 1.00 1.00 1.17 1.40 0.00 0.50 0.84

21 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 0.83 0.80 1.10 1.13 0.85 0.33 0.84

22 86 宇治市河原青少年センター 6 1.00 0.80 0.75 1.33 0.67 0.40 0.83

23 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 0.82 0.80 0.72 1.08 1.10 0.35 0.81

24 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 0.00 0.79 0.65 1.48 1.09 0.18 0.70

25 87 宇治市善法青少年センター 6 0.20 1.67 0.00 1.60 0.33 -0.17 0.61

26 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 1.10 0.78 0.75 0.09 0.17 0.57 0.58

27 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 1.00 -0.25 0.75 1.17 -0.40 1.00 0.54

28 57 宇治市黄檗公園 33 0.50 0.55 0.95 0.30 0.82 0.08 0.53

29 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 0.50 0.21 0.32 1.29 0.13 0.38 0.47

30 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 0.55 -0.08 0.36 1.46 0.40 -0.18 0.42

31 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 -0.60 0.17 0.50 1.00 1.00 0.30 0.39

32 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 0.36 0.12 0.17 1.05 0.94 -0.61 0.34

33 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 0.11 -0.25 0.18 1.45 0.42 -0.21 0.28

34 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 0.11 0.07 0.06 1.35 0.67 -0.75 0.25

35 9 集会所 136 0.23 0.59 0.48 0.91 0.01 -0.78 0.24

36 96 宇治市中央図書館 18 0.82 0.54 0.60 0.45 -0.27 -0.79 0.23

37 1 宇治市文化会館 15 0.29 -0.56 1.00 -0.13 1.00 -0.67 0.16

38 56 宇治市植物公園 12 0.75 0.22 0.50 -0.57 -0.38 0.33 0.14

39 83 宇治市生涯学習センター 8 0.33 0.00 0.60 0.67 -0.50 -0.50 0.10

40 91 宇治市宇治公民館 10 -0.86 0.29 -0.75 1.38 1.43 -0.89 0.10

41 94 宇治市中央公民館 10 0.00 -0.56 -0.50 0.00 1.50 -0.75 -0.05

42 60 児童公園等 41 0.29 -0.40 -0.18 0.42 -0.40 -0.29 -0.09

43 24 宇治市総合福祉会館 13 -0.50 -0.50 0.00 -0.43 0.00 -0.20 -0.27

44 95 宇治市木幡公民館 29 -1.09 -0.38 -0.45 1.11 -0.57 -1.00 -0.40

45 93 宇治市小倉公民館 25 -0.69 -0.23 -0.56 -0.15 -0.40 -1.00 -0.50

46 12 宇治市善法隣保館 12 -1.25 -1.00 -0.50 -0.50 -0.80 -1.67 -0.95

47 21 宇治市斎場 10 -1.40 -1.00 -0.67 -0.40 -1.00 -1.25 -0.95

48 11 宇治市善法農業共同作業所 10 -2.00 -1.60 -1.60 -1.80 -1.56 -2.00 -1.76

施設満足度 
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②サービス満足度 
・サービス満足度を高い順に並べると次頁の表のようになり、「宇治市平盛ふれあいセンター」が

第 1位となった。 
・満足度と利用頻度の関係をみてみると、特に利用頻度が高い施設について、相対的に満足度が

低い傾向にあった。 
・また、利用料金がない無料の施設の方が相対的に満足度が高い傾向にあった。 
 
 サービス満足度 

７． ８． ９． １０． １１． １２． Q2-2

順

位

番

号
施設名

回答数 サービ

ス内容

利用時

間

利用料

金

混雑度 付帯施

設や設

備

スタッ

フの対

応

ｻｰﾋﾞｽ

満足度

平均

1 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 1.52 1.30 1.88 1.26 1.57 1.64 1.53

2 82 宇治市総合野外活動センター 6 1.00 1.67 2.00 1.40 1.33 1.40 1.47

3 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 1.80 1.67 1.75 0.75 1.00 1.43 1.40

4 86 宇治市河原青少年センター 6 1.60 0.80 1.50 1.25 1.20 1.67 1.34

5 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 1.24 1.41 1.77 1.36 0.85 1.18 1.30

6 99 宇治市歴史資料館 8 1.67 1.50 1.40 1.17 0.83 1.17 1.29

7 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 1.80 0.60 0.25 1.60 1.75 1.00 1.17

8 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 1.43 1.00 1.30 1.11 0.22 1.60 1.11

9 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 1.22 0.81 0.58 1.50 1.11 1.39 1.10

10 87 宇治市善法青少年センター 6 0.00 0.17 1.67 1.80 0.75 2.00 1.06

11 17 宇治市観光センター 8 1.00 0.20 1.00 1.50 1.00 1.33 1.01

12 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 1.25 0.56 1.25 1.67 -0.20 1.40 0.99

13 93 宇治市小倉公民館 25 1.24 1.20 1.77 0.00 -0.18 1.53 0.92

14 42 宇治市平盛デイホーム 21 1.00 0.92 1.75 0.33 0.10 1.44 0.92

15 9 集会所 136 0.56 1.33 1.42 0.96 -0.05 1.19 0.90

16 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 1.25 0.64 0.43 0.94 0.64 1.43 0.89

17 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 1.37 0.45 0.46 0.50 1.10 1.40 0.88

18 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 1.29 0.80 0.67 -0.17 1.33 1.20 0.85

19 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 1.52 0.45 0.48 0.58 0.48 1.33 0.81

20 96 宇治市中央図書館 18 0.60 0.40 1.70 0.80 0.13 0.91 0.76

21 12 宇治市善法隣保館 12 1.50 1.00 1.33 0.33 -1.00 1.29 0.74

22 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 0.71 0.50 0.25 1.33 0.75 0.88 0.74

23 40 宇治市開地域福祉センター 7 1.00 0.50 2.00 0.00 0.00 0.75 0.71

24 95 宇治市木幡公民館 29 0.70 1.17 1.09 0.73 -0.70 0.69 0.61

25 83 宇治市生涯学習センター 8 0.20 0.50 1.33 1.00 -0.20 0.80 0.61

26 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 0.94 1.09 1.12 -0.40 -0.38 1.22 0.60

27 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 1.40 1.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.59

28 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 1.04 -0.46 -0.46 1.44 0.50 1.30 0.56

29 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 0.74 0.94 -0.44 0.58 0.40 1.13 0.56

30 57 宇治市黄檗公園 33 1.05 0.91 0.50 -0.47 0.00 1.18 0.53

31 37 宇治市広野地域福祉センター 5 1.00 0.33 1.00 -1.00 1.00 0.67 0.50

32 60 児童公園等 41 1.25 0.75 0.00 -0.25 -0.67 1.33 0.40

33 24 宇治市総合福祉会館 13 0.00 0.29 1.88 0.20 -0.67 0.67 0.39

34 91 宇治市宇治公民館 10 0.57 1.57 -0.14 0.25 -0.80 0.86 0.38

35 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 0.88 -0.82 -0.50 1.00 0.36 1.27 0.36

36 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 1.18 -0.71 -0.40 -0.29 0.88 1.37 0.34

37 97 宇治市西宇治図書館 6 0.00 -0.50 1.50 1.00 0.00 -0.25 0.29

38 1 宇治市文化会館 15 0.00 0.67 0.50 0.29 -0.13 0.33 0.28

39 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 0.52 0.17 -0.25 0.08 -0.23 1.28 0.26

40 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 0.89 0.75 0.00 -0.71 -0.43 1.00 0.25

41 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 0.50 -0.19 -0.83 0.00 1.00 0.93 0.24

42 56 宇治市植物公園 12 0.40 0.13 -1.00 1.80 -0.78 0.64 0.20

43 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 0.94 -0.84 -0.73 -0.95 0.08 1.08 -0.07

44 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 0.00 -0.79 0.30 -0.27 -0.44 0.46 -0.12

45 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 0.67 0.14 -0.60 -0.33 -1.33 0.67 -0.13

46 94 宇治市中央公民館 10 -0.50 0.20 1.00 -0.67 -1.00 0.00 -0.16

47 21 宇治市斎場 10 -1.00 -0.50 -1.00 -2.00 -1.33 0.25 -0.93

48 11 宇治市善法農業共同作業所 10 -2.00 -1.00 -0.33 -1.00 -1.33 -2.00 -1.28
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③管理運営満足度 
 

・管理運営満足度を高い順に

並べると次頁の表のよう

になり、回答数は少ないも

のの「宇治市河原青少年セ

ンター」が第 1位となった。 
・満足度と建設時期の関係を

みてみると、建設時期が新

しい施設の方が満足度が

高い傾向にあった。 
・また、施設規模については、

小規模で身近な施設の方

が、相対的に満足度が高い

傾向が読み取れた。 
・利用頻度については、利用

頻度が高い施設の方が、不

満が少ない傾向が読み取

れた。 
・また、利用料金をとってい

る施設の方が、相対的に満

足度が高い傾向があった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理運営満足度 

１３． １４． Q2-3

順

位

番

号

施設名 回答数 清掃等

の状況

修理等

の状況

管理

運営

満足度

平均

1 86 宇治市河原青少年センター 6 1.67 1.67 1.67

2 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 1.80 1.50 1.65

3 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 1.50 1.60 1.55

4 82 宇治市総合野外活動センター 6 1.67 1.40 1.53

5 99 宇治市歴史資料館 8 1.50 1.50 1.50

6 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 1.27 1.67 1.47

7 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 1.40 1.50 1.45

8 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 1.36 1.50 1.43

9 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 1.43 1.35 1.39

10 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 1.40 1.38 1.39

11 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 1.39 1.29 1.34

12 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 1.27 1.31 1.29

13 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 1.24 1.32 1.28

14 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 1.41 1.11 1.26

15 56 宇治市植物公園 12 1.43 1.00 1.21

16 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 1.17 1.17 1.17

17 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 1.26 1.00 1.13

18 83 宇治市生涯学習センター 8 1.17 1.00 1.08

19 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 1.13 0.92 1.02

20 93 宇治市小倉公民館 25 0.94 1.08 1.01

21 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 1.24 0.67 0.95

22 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 1.09 0.67 0.88

23 96 宇治市中央図書館 18 1.08 0.67 0.88

24 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 1.22 0.50 0.86

25 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 0.71 1.00 0.86

26 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 1.29 0.38 0.84

27 95 宇治市木幡公民館 29 0.86 0.75 0.80

28 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 0.86 0.75 0.80

29 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 1.11 0.47 0.79

30 37 宇治市広野地域福祉センター 5 1.50 0.00 0.75

31 87 宇治市善法青少年センター 6 1.67 -0.25 0.71

32 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 0.75 0.67 0.71

33 9 集会所 136 0.90 0.51 0.71

34 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 0.91 0.50 0.70

35 57 宇治市黄檗公園 33 0.92 0.45 0.69

36 91 宇治市宇治公民館 10 1.25 -0.20 0.53

37 97 宇治市西宇治図書館 6 0.50 0.50 0.50

38 24 宇治市総合福祉会館 13 1.14 -0.20 0.47

39 1 宇治市文化会館 15 0.30 0.57 0.44

40 60 児童公園等 41 0.36 0.35 0.35

41 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 0.80 -0.11 0.34

42 40 宇治市開地域福祉センター 7 1.33 -0.67 0.33

43 17 宇治市観光センター 8 0.40 0.20 0.30

44 42 宇治市平盛デイホーム 21 0.80 -0.60 0.10

45 21 宇治市斎場 10 -0.67 0.00 -0.33

46 94 宇治市中央公民館 10 0.00 -0.80 -0.40

47 12 宇治市善法隣保館 12 -0.50 -1.50 -1.00

48 11 宇治市善法農業共同作業所 10 -1.40 -1.20 -1.30
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④全体満足度 
 
・全体満足度を高い順

に並べると右の表

のようになり、回答

数は少ないものの

「宇治野外活動セ

ンター」が第 1位と
なった。 

・満足度と建設時期の

関係をみてみると、

建設時期が新しい

施設の方が満足度

が高い傾向にあっ

た。 
・また、施設規模につ

いては、小規模で身

近な施設の方が、相

対的に満足度が高

い傾向が読み取れ

た。 
・利用頻度については、

利用頻度が高い施

設の方が、不満が少

ない傾向が読み取

れた。 
・また、利用料金をと

っている施設の方

が、僅かではあるが

相対的に満足度が

高い傾向があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体満足度 
Q2-1 Q2-2 Q2-3 Ｑ２

順

位

番

号

施設名 回答数 施設

満足度

平均

ｻｰﾋﾞｽ

満足度

平均

管理

運営

満足度

平均

全体

満足度

1 82 宇治市総合野外活動センター 6 1.61 1.47 1.53 1.54

2 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 1.30 1.40 0.86 1.28

3 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 1.22 1.17 1.65 1.26

4 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 1.03 1.53 1.13 1.26

5 99 宇治市歴史資料館 8 1.00 1.29 1.50 1.19

6 86 宇治市河原青少年センター 6 0.83 1.34 1.67 1.16

7 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 1.01 1.10 1.55 1.13

8 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 0.97 1.30 1.02 1.12

9 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 1.08 0.88 1.43 1.05

10 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 1.08 0.99 0.88 1.01

11 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 1.00 0.85 1.47 1.01

12 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 1.11 0.74 1.45 1.00

13 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 0.96 0.81 1.39 0.95

14 42 宇治市平盛デイホーム 21 1.24 0.92 0.10 0.94

15 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 0.70 0.89 1.26 0.86

16 17 宇治市観光センター 8 0.88 1.01 0.30 0.85

17 87 宇治市善法青少年センター 6 0.61 1.06 0.71 0.82

18 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 0.84 0.59 1.17 0.78

19 37 宇治市広野地域福祉センター 5 1.06 0.50 0.75 0.77

20 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 0.81 0.56 1.28 0.77

21 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 0.95 0.56 0.84 0.77

22 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 1.01 0.34 1.29 0.76

23 40 宇治市開地域福祉センター 7 0.88 0.71 0.33 0.73

24 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 0.39 1.11 0.34 0.69

25 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 0.84 0.24 1.39 0.66

26 9 集会所 136 0.24 0.90 0.71 0.59

27 97 宇治市西宇治図書館 6 0.86 0.29 0.50 0.57

28 57 宇治市黄檗公園 33 0.53 0.53 0.69 0.55

29 96 宇治市中央図書館 18 0.23 0.76 0.88 0.55

30 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 0.28 0.60 0.95 0.51

31 83 宇治市生涯学習センター 8 0.10 0.61 1.08 0.46

32 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 0.58 0.25 0.71 0.45

33 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 0.34 0.36 0.86 0.42

34 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 0.25 0.26 1.34 0.41

35 93 宇治市小倉公民館 25 -0.50 0.92 1.01 0.32

36 56 宇治市植物公園 12 0.14 0.20 1.21 0.32

37 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 0.54 -0.13 0.80 0.29

38 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 0.47 -0.07 0.79 0.28

39 91 宇治市宇治公民館 10 0.10 0.38 0.53 0.28

40 1 宇治市文化会館 15 0.16 0.28 0.44 0.25

41 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 0.42 -0.12 0.70 0.23

42 95 宇治市木幡公民館 29 -0.40 0.61 0.80 0.21

43 60 児童公園等 41 -0.09 0.40 0.35 0.18

44 24 宇治市総合福祉会館 13 -0.27 0.39 0.47 0.12

45 94 宇治市中央公民館 10 -0.05 -0.16 -0.40 -0.15

46 12 宇治市善法隣保館 12 -0.95 0.74 -1.00 -0.23

47 21 宇治市斎場 10 -0.95 -0.93 -0.33 -0.85

48 11 宇治市善法農業共同作業所 10 -1.76 -1.28 -1.30 -1.49
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５）利用料金とサービス水準 
 
・アンケート問 3より、利用料金とサービス水準のどちらを希望するかの回答に対して、「その他」
「不明」を除く回答に、以下のようなポイントをつけ、平均点を算定した。 
・プラスになるほど、利用料金よりサービスを選択する志向が強いと判断できる。 
      平均点の算定 

回答 ポイント 
利用料金が高くなってもよいので、サービスや管理の質を向上 ＋１ 
利用料金もサービスも現状の水準を維持 ０ 
サービスや管理の質は下がってもよいので、利用料金を安くする －１ 

 
・利用料金よりサービスを選択する志向が強い施設順に並べると次頁の表のようになり、回答数

は少ないものの「宇治市開地域福祉センター」が第 1位となった。 
・サービスを選択する志向と利用頻度の関係をみてみると、利用料金がいる施設で、利用頻度が

高い施設の方が満足度が高い傾向にあった。 
・また、全体満足度との関係については、相対的に満足度が高い施設ほどサービスを選択する志

向が強い傾向が読み取れた。 
 

全体満足度

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

平均年間利用日数（日）

満
足
度
評
価

料金収入あり

料金収入なし
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Ｑ３

順

位

番

号
施設名

回答数 料金よ

りサー

ビスを

選択す

る志向

1 40 宇治市開地域福祉センター 7 0.50

2 89 宇治市源氏物語ミュージアム 5 0.50

3 17 宇治市観光センター 8 0.40

4 87 宇治市善法青少年センター 6 0.40

5 76 ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 17 0.36

6 83 宇治市生涯学習センター 8 0.25

7 82 宇治市総合野外活動センター 6 0.25

8 95 宇治市木幡公民館 29 0.24

9 69 ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 31 0.23

10 77 ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 16 0.11

11 9 集会所 136 0.00

12 60 児童公園等 41 0.00

13 8 宇治市平盛ふれあいセンター 31 0.00

14 68 ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 31 0.00

15 70 ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 26 0.00

16 71 ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 25 0.00

17 1 宇治市文化会館 15 0.00

18 12 宇治市善法隣保館 12 0.00

19 21 宇治市斎場 10 0.00

20 39 宇治市木幡地域福祉センター 9 0.00

21 99 宇治市歴史資料館 8 0.00

22 4 宇治市南宇治コミュニティセンター 7 0.00

23 86 宇治市河原青少年センター 6 0.00

24 97 宇治市西宇治図書館 6 0.00

25 37 宇治市広野地域福祉センター 5 0.00

26 67 ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 35 -0.07

27 7 宇治市伊勢田ふれあいセンター 136 -0.07

28 3 宇治市東宇治コミュニティセンター 16 -0.08

29 64 近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 35 -0.09

30 96 宇治市中央図書館 18 -0.10

31 57 宇治市黄檗公園 33 -0.13

32 63 近鉄小倉駅東自転車等駐車場 27 -0.13

33 74 近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 20 -0.13

34 78 ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 13 -0.13

35 72 京阪三室戸駅前自転車等駐車場 33 -0.14

36 2 宇治市西小倉コミュニティセンター 9 -0.14

37 73 ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 20 -0.15

38 93 宇治市小倉公民館 25 -0.17

39 56 宇治市植物公園 12 -0.17

40 11 宇治市善法農業共同作業所 10 -0.20

41 6 宇治市菟道ふれあいセンター 17 -0.22

42 65 近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 33 -0.24

43 66 京阪木幡駅前自転車等駐車場 38 -0.24

44 94 宇治市中央公民館 10 -0.25

45 42 宇治市平盛デイホーム 21 -0.29

46 91 宇治市宇治公民館 10 -0.29

47 24 宇治市総合福祉会館 13 -0.43

48 14 宇治市男女共同参画支援センター 8 -0.50

サービス満足度 
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３．公共施設の類型化と課題検討 
 
（１）公共施設の類型化の考え方 

 
・公共施設の類型化にあたっては、指定管理者制度の趣旨である「市民サービスの向上」の視点

から、市民に対して施設を活用したソフト事業や特定の者に対する何らかのサービスを提供す

る施設であるのか、それとも単に施設を市民利用に供する（貸し出す）ことが中心の施設であ

るかが 1つの判断基準となると考えられる。 
・また、「市民サービスの向上」を収入増に結びつけ、収支構造の改善を図るとともに、最終的に

利用料金制度の導入も視野に入れた時、現時点で使用料・利用料などの現金収入があるのかど

うかも一つの判断基準になると考えられる。 
 
類型化の視点と区分 

視点 区分 
視点１ 市民サービスの向上 Ａ 施設を市民利用に供することが中心の施設 
 Ｂ 施設を活用したソフト事業や特定者に対するサービス

を提供する施設 
視点２ 収支構造の改善 ① 使用料・利用料金等の収入がある施設 
（利用料金制度の活用） ② 収入がない施設 

 

・宇治市では既に指定管理者制度が導入されている施設と、直営の施設があることから、それぞ

れについて、これらの考え方で類型化を行う。 

 

  公共施設の類型化 

現状   視点１市民サービ
スの向上 

視点２ 
収入構造の改善 

Ａ 施設を市民利用に供す

ることが中心の施設 
Ｂ 施設を活用したソフト

事業や特定者に対するサ

ービスを提供する施設 
直営 ①使用料・利用料金等の

収入がある施設 

Ⅰ－１ 

コスト削減や利用率向上に

よる収入増の可能性がある

施設 

Ⅱ－１ 

市民への新たなサービス提

供による収入増の可能性が

ある施設 

 ②収入がない施設 
 

Ⅲ－１ 

コスト削減の可能性がある

施設 

Ⅳ－１ 

市民への新たなサービス提

供とコスト削減の可能性が

ある施設 

指定 

管理者 

①使用料・利用料金等の

収入がある施設 

Ⅰ－２ 

コスト削減や利用率向上に

より利用料金制度導入の可

能性がある施設 

Ⅱ－２ 

コスト削減や利用率向上に

より利用料金制度導入の可

能性がある施設 

 ②収入がない施設 
 

Ⅲ－２ 

コスト削減が既に実現され

ている施設 

Ⅳ－２ 

コスト削減が既に実現され

ている施設 
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（２）宇治市公共施設の類型化 
 

・類型化の考え方に沿って、宇治市の公共施設を類型化すると以下の通りとなる。 

 

公共施設の類型化 
現

状 
 施設を市民利用に供することが

中心の施設 
施設を活用したソフト事業や特

定者に対するサービスを提供す

る施設 
使用料・利用料金等

の収入がある施設 
 
 

Ⅰ－1  24施設 
市営住宅等 （13） 
笠取簡易水道・池尾飲料水供給施

設 
浄化センター（2） 
浄水場（6） 
市民会館 

Ⅱ－1  14施設 
男女共同参画支援センター 
産業振興センター 
ベンチャー企業育成工場 
保育所（8） 
休日急病診療所 
生涯学習センター 
源氏物語ミュージアム 

直

営 

収入がない施設 
 

Ⅲ－1  601施設 
ふれあいセンター（3） 
集会所（124） 
森林公園 
農業共同作業所 
街区公園等（472） 
 
 
 

Ⅳ－1  18施設 
隣保館（2） 
健やかセンター 
地域福祉センター（2） 
青少年指導センター 
青少年センター（3）※登録料あり
公民館（5）※材料費徴収あり 

図書館（3） 
歴史資料館 ※特別展入場料あり 

使用料・利用料金等

の収入がある施設 
 
 

Ⅰ－2  25施設 
コミュニティセンター（4） 
有料公園（1） 
自動車駐車場（2） 
自転車等駐車場（17） 
巨椋ふれあい運動ひろば 

Ⅱ－2  10施設 
文化会館 
産業会館 
市営茶室 
観光センター 
墓地公園・斎場 
有料公園（3） 
総合野外活動センター 

指

定

管

理

者 

収入がない施設 
 

Ⅲ－2  
（該当なし） 

Ⅳ－2  7施設 
総合福祉会館 
地域福祉センター（4） 
デイホーム（2） 
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（３）宇治市公共施設の課題整理 
 

・類型別に、宇治市の公共施設の課題を整理すると以下の通りとなる。 

 

現
状 

 施設を市民利用に供することが中心の

施設 
施設を活用したソフト事業や特定者に

対するサービスを提供する施設 
使用料・利

用料金等

の収入が

ある施設 

Ⅰ－1  
・民間のノウハウを活用することで、

コスト削減等の可能性がある施設に

ついては、指定管理者に移行できる

可能性がある。 
 

Ⅱ－1  
・最も指定管理者に移行しやすい施設

と考えられる。 
・民間でのノウハウの有無、引き受け

手の有無が課題となる。 
・サービスの提供にあたって、個人情

報等の取り扱いも課題となる。 

直
営 

収入がな

い施設 

Ⅲ－1  
・比較的簡便な施設が多い。 
・効率性やコスト削減の視点から、管

理を民間（ＮＰＯ、自治会）等にゆ

だねることが考えられる。 
・引き受け手がいるかどうかが課題と

なる。 

Ⅳ－1  
・福祉的な公共性の高いサービスを提

供する施設が多い。 
・サービスの内容により、民間でも提

供可能なサービスであれば指定管理

者制度の導入の可能性がある。 
・指定管理者への移行については、個

人情報の取り扱い等が課題となる。 
使用料・利

用料金等

の収入が

ある施設 

Ⅰ－2  
・収支状況を踏まえて利用料金制への

移行の可能性が検討できる。 

Ⅱ－2  
・収支状況を踏まえて利用料金制への

移行の可能性が検討できる。 

指
定
管
理
者 

収入がな

い施設 
 

Ⅲ－2  
（該当なし） 

Ⅳ－2  
・利用料金制への移行は困難であり、

現状維持の可能性が高い。 
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Ⅲ．民間事業者参入の可能性検討 

 

１．他都市における指定管理者制度導入と民間事業者参入状況 

 

（１）他団体アンケート調査の概要 

・施設管理の方向性を判定するにあたっての他都市事例を把握するため、「類似団体別市町村

財政指数表」における「都市類型Ⅳ－5」（人口 13～23万人、第 2･3次産業就業者比率 95％
以上かつ 3次産業就業者比率 65％以上）にあたる 33都市（平成 12年国勢調査）と、指定
管理者制度導入に関する先進事例が数多くみられる政令指定都市 15都市に対して、指定管
理者制度に関するアンケート調査を実施した。 

 
 

（２）調査結果の概要 

１）指定管理者制度の導入 

・「公の施設」のうち、指定管理者制度を導入している割合が多い施設としては、「会館」

（50.5％）が最も多く、次いで「宿泊施設」（50.0％）、「体育施設」（49.5％）と続いてい
る。 
・政令指定都市以外では、「宿泊施設」（47.4％）、「会館」（43.5％）等が多い。 
・全体で、今後導入を予定している割合が多い施設としては、「宿泊施設」（25.0％）、「社会
教育施設」（20.0％）などがある。 

 

２）導入前の運営形態 

・指定管理者制度を導入した施設のうちの導入前の運営形態として「公募の管理委託」の形

が多いのは、「体育施設」（51.2％）、「衛生施設」（37.5％）、「その他」（36.1％）などであ
り、「公募以外の管理委託」の形が多いのは、「公園」（93.7％）、「診療施設」（81.8％）な
どである。 

・政令指定都市以外では、「公募の管理委託」で「社会福祉施設」（28.7％）、「その他」（28.7％）
等がとくに多く、「公募の管理委託」では「公園」（97.6％）、「公営住宅」（95.7％）等が特
に多い。 

 

３）運営財源別の指定管理者選定方法 

・指定管理者制度を導入した施設のうちの導入後の運営財源をみると、「指定管理料方式」1で

は、「公募」の形が多いのは、「公営住宅」（22.1％）、「社会教育施設」（21.8％）などであ
り、「公募以外」の形が多いのは、「公園」（94.4％）、「公営住宅」（77.9％）などである。 

                                         

1 地方公共団体からの指定管理料のみを運営財源としているもの。 
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・独立採算方式2では「公募」「公募以外」の形ともに「その他」（28.0％および 18.7％）が最
も多い。 
・併用方式3では、「公募」の形は「体育施設」（49.4％）、「宿泊施設」（37.5％）が多く、「公
募以外」では「診療施設」（58.3％）、「宿泊施設」（43.8％）が多い。 

 

４）指定管理者を導入しなかった施設についての理由 

・全体では、「管理委託制度を実施していて指定管理者制度を導入しなかった施設はない」

（35.0％）が最も多く、次いで「直営の方がメリットが大きい」（30.0％）が多い。 
・政令指定都市以外（その他の都市）でも同様の傾向である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

2 いわゆる利用料金制度を導入しているもので、料金収入のみを運営財源としているもの。 

3 上記両方式の併用 

１．施設の設置目的と利用ニーズが適合し
ていない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

２．施設の管理水準の向上が見込めない 1 20.0% 1 2.9% 2 5.0%

３．管理運営経費の削減が見込めない 1 20.0% 2 5.7% 3 7.5%

４．利用者数の拡大が見込めない 0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

５．安定的な管理運営が見込めない 0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

６．適切なサービスの提供が難しい 0 0.0% 3 8.6% 3 7.5%

７．利用の公平性や平等性等に問題が生
じていた

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８．適切な民間事業者等が見当たらない 0 0.0% 3 8.6% 3 7.5%

９．直営の方が管理運営上メリットが大き
い

1 20.0% 11 31.4% 12 30.0%

10．その他 3 60.0% 5 14.3% 8 20.0%

11．管理委託制度を実施していて、指定管
理者制度を導入しなかった施設はない

0 0.0% 14 40.0% 14 35.0%

 政令指定都市  その他の都市 全体
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５）指定管理者を導入した施設についての理由 

・全体では、「管理運営経費を削減が見込めた」（55.0％）が最も多く、回答数の 5 割以上を
占めている。 

・政令指定都市以外（その他の都市）でも同様の傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）指定管理者制度導入のための判断基準 

・全体では、「判断基準を持っている」（72.5％）が最も多く回答数の７割以上を占めており、
そのうち「一般に公開している」（65.5％）が６割以上を占めている。 
・政令指定都市以外（その他の都市）でも同様の傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）公募により指定管理者に指定した団体種別 

・公募により指定管理者制度導入した施設のうちの運営する団体の内訳で民間企業の割合が

多いのは、「公営住宅」（100.0％）、「その他」（38.6％）等、第三セクターの割合が多いの
は、「公園」（74.1％）、「体育施設」（64.7％）等、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等の割合
が多いのは、「会館」等である。 

1. 持っている。 3 60.0% 26 74.3% 29 72.5%

２．現在作成中である。 0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

３．持っていない 2 40.0% 8 22.9% 10 25.0%

1．もっている場合

1. 一般に公開している 3 100.0% 16 61.5% 19 65.5%

２．一般には公開していない 0 0.0% 9 34.6% 9 31.0%

 政令指定都市 全体 その他の都市

１．施設の利便性の向上が見込めた 3 60.0% 6 17.1% 9 22.5%

２．施設の管理水準の向上が見込めた 3 60.0% 5 14.3% 8 20.0%

３．管理運営経費の削減が見込めた 4 80.0% 18 51.4% 22 55.0%

４．利用者数の拡大が見込めた 3 60.0% 2 5.7% 5 12.5%

５．直営等で適切なサービスの提供が難し
くなった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．直営等の必要性がなくなった 1 20.0% 3 8.6% 4 10.0%

７．適切なサービスを提供できる民間事業
者等が現れた

1 20.0% 1 2.9% 2 5.0%

８．その他 0 0.0% 4 11.4% 4 10.0%

９．管理委託制度を実施していなくて、指
定管理者制度を導入した施設はない

1 20.0% 10 28.6% 11 27.5%

 政令指定都市  その他の都市 全体
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・政令指定都市以外では、民間企業の割合が多いのは、「公営住宅」（100.0％）、「宿泊施設」
（66.7％）等、第三セクターの割合が多いのは、「公園」（84.6％）、「体育施設」（52.4％）
等、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等の割合が多いのは、「会館」等であり、ほぼ全体の傾

向と等しい。 
 
 

８）公募以外により指定管理者に指定した団体種別 

・公募以外により指定管理者制度導入した施設のうちの運営する団体の内訳で第三セクター

の割合が多いのは、「公営住宅」（100.0％）、「公園」（86.6％）、「体育施設」（77.9％）等、
ボランティア団体等の割合が多いのは、「会館」（57.0％）、「社会教育施設」（22.0％）等で
ある。 

・政令指定都市以外では、第三セクターの割合が多いのは、「公営住宅」（100.0％）、「公園」
（86.5％）、「体育施設」（76.4％）等、ボランティア団体等の割合が多いのは、「会館」（63.8％）、
「社会教育施設」（45.9％）等であり、ほぼ全体の傾向と等しいが、ボランティア団体の「社
会教育施設」の割合が多くなっている。 

 

９）指定管理者制度導入の効果 

・指定管理者制度導入の効果として、全体では、「管理運営経費を削減できた」（85.0％）が
最も多く、次いで「施設利用の利便性が向上した」（47.5％）、「独自のあるサービスが可能
になった」（40.0％）と続いている。 

・政令指定都市以外（その他の都市）でも同様の傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．施設利用の利便性が向上した 4 80.0% 15 42.9% 19 47.5%

２．施設の管理水準が向上した 1 20.0% 5 14.3% 6 15.0%

３．管理運営経費を削減できた 5 100.0% 29 82.9% 34 85.0%

４．利用者数が拡大した 2 40.0% 2 5.7% 4 10.0%

５．独自性のある施設運営が可能に
なった

2 40.0% 4 11.4% 6 15.0%

６．独自性のあるサービスが可能になっ
た

4 80.0% 12 34.3% 16 40.0%

７．行政のスリム化・効率化が実現でき
た

3 60.0% 10 28.6% 13 32.5%

８．特に目立った効果はない 0 0.0% 4 11.4% 4 10.0%

９．その他 0 0.0% 4 11.4% 4 10.0%

 政令指定都市  その他の都市 全体
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１０）指定管理者制度導入の課題 

・指定管理者制度導入の課題として、全体では、「サービス水準を常に監視することが難しい」

（45.0％）が最も多く、次いで「適切な事業者の選定が難しい」（20.0％）と続いている。 
・政令指定都市以外（その他の都市）でも同様の傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１）まとめ 

・「公の施設」のうち、指定管理者制度を導入している割合が多い施設は、「会館」「宿泊施設」

「体育施設」などがあるが、そのうち運営財源方式をみると、「会館」は「指定管理料方式

（公募以外）」、「宿泊施設」は「併用方式」、「体育施設」は「併用方式（公募）」または「指

定管理料方式（公募以外）」の割合が多い。 
 
・「公の施設」のうち、今後指定管理者制度の導入を予定している割合が多い施設は、「宿泊

施設」「社会教育施設」などがあるが、そのうち、運営財源方式をみると、「宿泊施設」は

上記のとおり「併用方式」、「社会教育施設」は「指定管理料方式（公募以外）」の割合が多

い。 
 
・使用料等の収入がある程度見込める施設は、「独立採算方式」が考えられるが、全国の都市

でその「独立採算方式」の割合が多いのは、「その他」（駐車場、駐輪場等）であり、他の

カテゴリーは少ない。他市の例（資料２参照）では、駐車場（さいたま市）、アイススケー

ト場（千葉市）、デイサービスセンター（土浦市、小平市）、温泉利用施設（宝塚市）など

がある。 
・宇治市の場合では、施設を利用したソフト事業や特定者に対するサービス施設として、「源

氏物語ミュージアム」などにその可能性があると考える。 

１．施設利用の利便性が低下した施設
がある

0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

２．管理水準が低下した施設がある 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

３．管理運営経費が増加した施設がある 0 0.0% 4 11.4% 4 10.0%

４．利用者数が減少した施設がある 0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

５．独自性があるサービスがなくなった
施設がある

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

６．施設運営の特徴がなくなった施設が
ある

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

７．利用の公平性や平等性に問題が生
じた施設がある

0 0.0% 1 2.9% 1 2.5%

８．適切な事業者の選定が難しい 1 20.0% 7 20.0% 8 20.0%

９．サービス水準を常に監視することが
難しい

2 40.0% 16 45.7% 18 45.0%

10．特に課題ない 1 20.0% 6 17.1% 7 17.5%

11．その他 0 0.0% 6 17.1% 6 15.0%

 政令指定都市 全体 その他の都市
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・「併用方式」では、「宿泊施設」「診療施設」「体育施設」などがある。他市の例（資料２参

照）では、資料館（札幌市）、子育てふれあいプラザ（仙台市）、運動場、公園（さいたま

市等）、コミュニティセンター（千葉市等）、男女共同参画センター（川崎市、佐倉市）、温

水プール（釧路市、和泉市）、生涯学習センター（流山市）、児童クラブ（茅ヶ崎市）、動物

園（大牟田市）などがある。宇治市の場合では、「歴史資料館」「男女共同参画支援センタ

ー」「産業振興センター」「生涯学習センター」などがその類似施設となっているが、「併用

方式」としての可能性では、施設を利用したソフト事業や特定者に対するサービス施設と

して、「源氏物語ミュージアム」などが考えられる。 
 
・「民生施設」「衛生施設」「社会教育施設」「公園」「公営住宅」などは施設を市民利用に供す

る施設として収入がほとんど見込めない施設が多く運営財源のパターンも「指定管理料方

式」が多い。 
 



 1
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２．周辺地域における民間事業者参入状況 

 

（１）調査の概要 

・宇治市の周辺地域において、指定管理者の公募に対して、民間事業者がどの程度応募し、

参入しているかの状況を把握するため、以下のような調査を実施した。 

・政令指定都市である京都市及び大阪市と、京都～大阪間の各都市において、ホームページ

上で指定管理者の募集状況を公開しているものを対象に、公募された指定管理者への民間

事業者の応募状況及び選定結果を取りまとめた。 

・その結果は次頁以降の通りである。 

 

（２）調査結果の概要 

・公募され、民間事業者が応募している業種で特に多いのは、駐車場、駐輪場、スポーツ施

設である。 
・数は少ないが、民間事業者の応募実績がある業種としては、ホール、コミュニティ施設、

公園、生涯学習センター、社会福祉施設、病院、葬祭場、レジャー施設などがある。 
・また、民間事業者の内容をみると、数が多い駐車場、駐輪場は 1社での応募・選定が多く、
各地域の複数の物件を、1社で管理しているような案件もみられる。 

・一方、数が多いスポーツ施設については、複数の事業者がグループをつくって応募してい

る案件が多くみられ、施設メンテナンスのノウハウを持った事業者と、スポーツクラブ運

営等のノウハウを持った事業者がグループを組んでいる事例が多くなっている。 
・大阪市では、財団法人と民間事業者がグループを組んで応募し、選定されている事例も複

数例みられる。 
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（３）主要施設の参入事例 

・宇治市において、指定管理者制度導入の可能性がある直営施設に、図書館と生涯学習セン

ターがあるが、これらの施設は全国的にも指定管理者制度の導入事例は少ない公の施設と

なっている。 
・全国での導入事例を調査すると以下の通りとなる。 
 

１）図書館 

・全国で約 50施設（分館数も含む）の図書館において、公募により民間事業者が指定管理者
になっている。 
・うち約半数の施設において、同一の民間事業者が選定されている。 
・指定管理者の導入方法としては、本館と分館をセットで一事業者を指定している場合や、

本館は直営とし、分館のみ指定管理者を導入している事例がある。 
・また分館のみを指定管理者としている場合でも、複数の分館を全部まとめて同一の事業者

に指定している場合と、複数の事業者に指定している場合がある。 
・業務内容については、施設管理のみを行っている事例もあるが、概ね館長業務を含む図書

館管理運営業務全般が指定管理者の業務となっている。 
 

２）公民館・生涯学習センター 

・公民館・生涯学習センターにおける指定管理者制度の導入事例としては、インターネット

上で捕捉できたのは 8施設で、全国的にもまだ少ないと考えられる。 
・指定管理者の業務内容については、施設管理と講座の開催（スクール運営）が中心であり，

公民館等が担っている学習サークルの育成・相談に関する事業は事業内容に含まれていな

い。 
・例えば、長岡京市では、施設内に長岡京市が運営する生涯学習団体交流室が設けられてお

り、市が雇用する生涯学習相談員が常駐している。 
・また、大阪狭山市では、生涯学習情報の提供業務は明文化されているが、学習サークルの

育成・相談に関する事業は業務内容として明文化されていない。 
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３．主要施設の民間事業者参入意向 

 

（１）調査の概要 
 
・宇治市において指定管理者の公募を行ったとき、民間事業者にどの程度の参入意欲がある

かを明らかにするため、他市等の主要施設において指定管理者として参入している民間事

業者にヒアリング調査を実施した。 

・調査対象施設としては、宇治市において、現在公社等が指定管理者として管理し、次期以

降公募に移行する可能性が高い施設や、今後指定管理者制度に移行する可能性がある直営

施設のうち、近畿圏での事業実績がある施設である。 

・結果として、調査対象施設として、文化会館、葬祭場、公園（体育施設）、生涯学習センタ

ー、公民館、図書館等の施設を対象にヒアリング調査を実施した。 

 

  調査対象施設の選定 

 宇治市における該当施設 近畿圏で事業実績がある施設 

現在公社等が指定

管理者として管理

し、次期以降公募に

移行する可能性が

高い施設 

文化会館 
墓地公園・斎場 
有料公園（3） 
総合野外活動センター 

文化会館 
葬祭場 
公園（体育施設） 

今後指定管理者制

度に移行する可能

性がある直営施設 

男女共同参画支援センター 
産業振興センター 
ベンチャー企業育成工場 
保育所（8） 
休日急病診療所 
生涯学習センター 
源氏物語ミュージアム 
隣保館（2） 
健やかセンター 
地域福祉センター（2）※ 
青少年指導センター 
青少年センター（3） 

公民館（5） 

図書館（3） 
歴史資料館  

生涯学習センター 
公民館 
図書館 
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（２）調査結果の概要 
 

・ヒアリング調査の結果を取りまとめると以下の通りとなる。 

・結果として、葬祭場を除く、文化会館、公園（体育施設）、生涯学習センター、公民館、図

書館については、民間事業者の参入意向が見出せた。 

・葬祭場については、民間が管理を行うことに伴う根本的な問題点の指摘があり、民間事業

者の参入意欲についても、未知数といえる。 

 

ヒアリング結果の概要 
対象施設 参入する企業の動向 企業の参入意向 参入にあたっての留意点

公園 
（体育施

設） 

・体育施設については、指定管

理者導入以前から、運営部分

を民間事業者に管理委託し

ていた事例が多く、民間の指

定管理者の参入が最も多い

分野である。 
 

・基本的に民間事業者の参

入意向は高い。 
・但し、厳しい管理料設定

がされている場合等、一

度参入しても利益が出

ないために撤退するケ

ースが生じるかもしれ

ない。 

・民間事業者の参入によ

り、委託外注費等の大

幅な削減を前提とした

価格設定がされる場合

が多いが、体育施設

に関しては、実際には

削減は簡単ではなく、

一定の配慮が欲しい。

・宇治市の場合、公園管

理の業務を主たる業務

として位置づけるかに

よって、参画の方法が

変わってくる。 
葬祭場 

 
・近畿圏では参入事例は少ない

が、全国的には一定の参入事

例がみられる。 
・全国的には施設設備のメンテ

ナンス業を営む事業者の参

入事例が多い。 
・近畿圏では葬儀業を営む民間

事業者が参入している事例

があるが、家族経営的な中小

の事業者が多く、指定管理者

に対応できる事業者は少な

い。 

・一定の利益が見込まれる

場合、メンテナンス業者

等の参入意向は期待で

きると考えられる。（特

に葬儀業者でなくても

参入は可能である。） 
・葬儀業者の場合、指定管

理者に選定されること

で通常業務への制約が

生じる可能性もあり、今

後の展開は未知数であ

る。 

・葬儀業者の場合、京都

を対象とした事業者

で、意向がある者がい

るかどうかの確認が必

要。 
・式場・火葬場の予約・

受付や、問い合わせが

あった市民への葬儀業

者の紹介の際の公平性

の確保、心付け等へ対

する従業員の対応方法

等に十分留意を払って

おく必要がある。 
文化会館 
公民館 
生涯学習

ｾﾝﾀｰ 

・自主事業の実施が対象となっ

ている場合、イベント企画や

文化事業等を手がける民間

事業者が施設メンテナンス

の事業者とｺﾝｿｰｼｱﾑを組んで

参画している事例がある。 
・但し、イベント企画ができる

事業者はある程度限定され

る。 
・単なる施設貸しの場合、施設

メンテナンスの事業者単独

で参画している事例も多い。

・基本的に民間事業者の参

入意向は高い。 
・自主事業の企画も含めた

施設の場合、事業者とし

ては複数の施設に参入

して、企画や営業等の

様々なソフトを共有化

することでコスト削減

を図ることができるこ

とから、参入施設を増や

すことの動機づけにな

っている。 

・ホールの興行を独立採

算で成立させるために

は、1,200～1,500席と
いう一定のラインがあ

るため、それより小さ

い施設で、利用料金制

による独立採算を条件

にされると参入は困難

になる。 
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対象施設 参入する企業の動向 企業の参入意向 参入にあたっての留意点

図書館 ・公立図書館での民間事業者の

参入事例は全国的にも少な

く、2007年度で 30件程度で
ある。 

・館内業務受託や書籍発注ｼｽﾃﾑ

（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）等で全国展開し

ている民間事業者が、複数施

設で参入している事例があ

る。 
・その他には各地域で施設に対

応したｺﾝｿｰｼｱﾑを組んで参入

している事例や、NPO の事
例も多い。 

・全国展開をしている民間

事業者の参入意向は高

く、全国どこででも対応

していく意欲を持って

いる。 

・専従的に図書館業務を

担ってきた行政職員が

いたり、地域住民が積

極的に図書館運営に関

わっている場合が多

く、担当部局や市民と

の合意形成が重要であ

る。 
・複数館の分館体制とな

っている場合、まとめ

て指定管理者を選定し

た方が、管理の効率は

よい。ただしバラバラ

に指定管理者を選定し

ている事例もあり、民

間事業者として対応は

可能である。 
 

その他 
共通の 
指摘事項 

  ・指定管理者に選定され

て、実際に管理を始め

てから、当初は想定外

だったことが判明す

るといったことがよ

くある。 
・指定管理者を選定して

からの意思疎通を十

分にやることはもち

ろん、募集段階で十分

な時間を取って、応募

する事業者と行政が

十分に情報交換がで

きるようにして欲し

い。 
・業務を受けると手続等

に関する書類業務が

膨大になるため、でき

るだけ簡便化を図っ

てほしい。 
・市の出資公社等から管

理を引き継いで、公社

等が解散した場合、従

前職員の優先的な雇

用を要望される場合

はある。その場合は、

ある程度対応してい

る。 
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Ⅳ．最適管理運営体制の検討 

 

１．検討すべき課題及び改善点 

 

・施設管理の方向性を判定するに当たって、各施設の外形データ及び施設管理者のヒアリン

グ内容をもとに、各施設の検討すべき課題及び改善点を整理する。 

・各施設の整理一覧を次頁以降に添付する。 
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２．施設別最適管理運営体制検討結果 

 

（１）管理運営形態を変更する施設 

 
・各施設の検討すべき課題及び改善点を踏まえ、最適な管理運営体制について検討した。 
・検討の結果、現在の管理運営形態から変更する施設と、その考え方は以下の通りである。 
（選定手続を変更する施設を含む） 

 
 
①「直営→指定管理者」となる施設 

施設名 考え方 
源氏物語ミュージアム ・民間事業者の参入が十分に見込まれ、サービス内容の向上や集客

の向上が期待できる。 
・管理コストの削減や、サービス水準の向上等、利用者の利便性の

拡大を期待できるため、公募による指定管理者の選定を行う。 
・なお、20年秋に向けて設備のフレッシュアップ事業に取り組んで
おり、その成果を検証しながら指定管理者制度に移行する。 

 
 
②「指定管理者（非公募）→指定管理者（公募）」となる施設 

施設名 考え方 
宇治市文化会館 ・財団設立当初に比べて、文化と文化事業を取り巻く環境が大きく

変化しているが、財団としてそれに対応した新たなミッションが

確立されていない。 
・管理費比率、人件費比率が高く、事業内容に対して団体規模が過

大になっている可能性がある。 
・民間事業者の参入が十分に見込まれ、施設規模から利用料金制（指

定料金制との併用）の導入も可能であり、サービス内容の向上や

集客の向上が期待できる。 
・以上の点から、公募により指定管理者の選定を行う。 

宇治市植物公園 
宇治市黄檗公園 
宇治市西宇治公園 
宇治市東山公園 

・民間事業者の参入が十分に見込まれ、サービス内容の向上や集客

の向上が期待できる。 
・管理コストの削減や、サービス水準の向上等、利用者の利便性の

拡大を期待できるため、公募により指定管理者の選定を行う。 
・公募にあたっては、これまで公社が行ってきた市の緑化政策の支

援業務を継続することを条件とする。 
自転車駐車場（17） 
（うち２カ所は公募外）

・民間事業者の参入事例は多く、民間事業者の参入が十分に見込ま

れる。 
・公募により指定管理者を選定する。 
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(財 )宇治市総合野外
活動ｾﾝﾀｰ 

・ノウハウを有する民間事業者は少ないものの、参入の可能性はあ

る。 
・宇治市の山間地域の振興に配慮し、現在、食堂運営、清掃作業、

植栽管理等を委託している「(有)笠取ファーム」に対して、今後も
継続的に委託していくことを条件に、公募により指定管理者の選

定を行う。 
宇治市巨椋ふれあい

運動ひろば 
・現在、他の運動施設と一元管理がされているが、他の運動施設に

ついては、将来的に指定管理者を公募する方向性としている。 
・当施設は施設規模が小さく、民間事業者のノウハウを活用する場

面も少ないことから、単独で公募しても民間事業者参入の可能性

は低い。 
・また、直営にした場合、管理に要する人件費が増加する可能性が

あることから、単独ではなく、近傍の西宇治公園と一体的管理を

行うことを前提に、公募で指定管理者の選定を行う。 
 

 
（２）現在他の方策を検討している施設 
 
・以下の施設については、当面直営で管理運営を行うが、現在他の管理運営方策を検討中で

あり、方針が整い次第実施していく。 
 

施設名 考え方 
集会所（127） ・施設規模が小さく、民間事業者等の参入の可能性は低い。 

・現在、今後の集会所のあり方を検討する「集会所再生プラン」を

策定しており、その検討に基づいた管理形態とする。 
・一般的には、施設規模や活動状況により、運営委員会が指定管理

者となる方法や部分的な委託も可能と考えられる。 

保育所（8） ・指定管理者として参入する民間事業者は少ないが、運営ノウハウ

を有する民間事業者は多い。 
・保育サービスメニューの拡大等、利用者の利便性の拡大を期待で

きるため、民営化について検討が必要と考えられる。 
・現在、今後の民営化の方策について検討を行っているため、その

検討に基づいた管理運営形態とする。 

志津川浄化センター ・既に施設管理の大部分を委託しており、継続して直営で管理を行

うが、将来的には東宇治浄化センターの一体的管理も視野に入れ

検討を進める。 
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東宇治浄化センター ・緊急時には迅速・的確な判断を行い、下水道管理者としての公的

権限の行使も含めた対応が必要であることから、施設の持つ公共

的責任を踏まえ、継続して直営で管理を行う。 
・民間事業者のノウハウをより活用し、効率的・効果的な管理を進

めるため、性能発注による包括的民間委託1を行う方向で検討を進

める。(京都府では、従来の下水道公社への委託から、包括的民間
委託による直営に方針変更している。) 

市民会館 
公民館（5） 

・施設管理のみを対象とした場合、民間事業者のノウハウを活用す

る場面も少ないことから、管理コストの削減を徹底して現在の直

営の管理形態を継続するものの、管理人件費の効率化に向けた方

策を実施する。 
・建物の老朽化が進んでおり、建替を検討する必要があり、それを

機に将来的には管理運営を行える地域の団体やＮＰＯ法人が確立

されればそこを指定管理者として選定することも視野に入れ検討

を継続する。 
・中央公民館は将来的には文化センターと一体となった管理運営を

検討する必要がある。 
図書館（3） ・民間事業者の参入事例はあるが、全国的にはまだ数が少なく、指

定管理者制度を導入した場合の効果や問題点が明らかになってい

ない。 
・当面、継続して宇治市が直営で管理運営を行いながら、指定管理

者制度の課題や効果に係る多方面からの議論を進めたうえで、指

定管理者制度導入に向け検討を進める。 
 

                                         

1 包括的民間委託：『民間事業者が施設を適切に運転し、一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、下水処

理場の運転・維持管理について民間事業者（受託者）の裁量に任せる』という性能発注の考え方に基づく委託方

式。この包括的民間委託方式では、受託者が仕様書の業務要求水準を満足して業務を行っているか、その内容は

適切に行われているかなど、運転・維持管理を監視、審査することが重要（ポイント）となる。 
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（３）引き続き検討を要する施設 
 
・以下の施設については、当面直営で管理運営を行うが、引き続き検討を行っていく。 

 
施設名 考え方 

隣保館（2） ・善法隣保館は施設が老朽化し、平成 19年度に建て替え予定であり、
木幡河原隣保館とともに、これまで隣保館事業を継続していたが、

平成 19年度から一般施策に移行。 
・新たな事業内容の確立に向けて行政での検討を進め、当面継続し

て直営で管理を行うが、将来的には指定管理者制度導入を視野に

入れ検討を進める。 
産業振興センター 
ベンチャー企業育成工場 

・ベンチャー企業育成と産業活性化のために、民間のインキュベー

トマネージャーを導入済である。 
・施設管理とベンチャー企業育成をセットで行える民間事業者は少

なく、民間事業者の参入事例も少ない。 
・そこで、当面は直営で管理を継続し、将来的に施設管理とベンチ

ャー企業育成をセットで行える民間事業者が増加してきた時に、

指定管理者制度の導入を検討する。 
休日急病診療所 ・指定管理者として参入する民間事業者は少ないが、運営ノウハウ

を有する民間事業者は多い。 
・当面は継続して直営で管理を行う。 
・関係者等との協議等を通して、今後の管理運営のあり方について

検討する。 
児童公園等（472） ・施設規模が小さく、民間事業者参入の可能性は低い。 

・そこで、継続して宇治市が直営で管理を行うとともに、指定管理

者制度や部分的な委託などの方法を検討する。 
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（４）検討結果のまとめ 

指定管理者制度導入方針－検討結果のまとめ 

直　　営 指定管理者（公募外） 指定管理者（公募）
○ふれあいセンター（3）
○天ヶ瀬森林公園
○農業共同作業所
○男女共同参画支援センター
○笠取簡易水道
○池尾飲料水供給施設
○健やかセンター
○地域福祉センター（2）
○市営住宅等（13）
○生涯学習センター
○青少年指導センター
○青少年センター（3）
○歴史資料館
○浄水場（6）

(36)
○集会所（124）
○保育所（8）
○志津川浄化センター
○東宇治浄化センター
○市民会館
○公民館（5）
○図書館（3）

(143)
○産業振興センター
○ベンチャー企業育成工場
○隣保館（2）
○休日急病診療所
○児童公園等（472）

(477)
656 － － 656

◎コミュニティセンター（4）
◎墓地公園
◎斎場
◎産業会館
◎市営茶室
◎観光センター
◎総合福祉会館
◎地域福祉センター（4）
◎デイホーム（2）
◎自転車等駐車場（2）

－ 18 － 18
●有料公園（4）
●巨椋ふれあい運動ひろば
●自転車等駐車場（15）
●文化会館
●総合野外活動センター

1 22 2 25

657 40 2 699

指
定
管
理
者

（
公
募
外

）

－ －

直
営

直
営
※

直
営
＊

合計

●源氏物語ミュージアム

－ －

合計
現在

将
来

－ －

－ －

指
定
管
理
者

（
公
募

）

●自動車駐車場（2）

※当面直営であるが現在他の方策を検討しているもの 
＊当面直営であるが引き続き検討を要するもの 
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Ⅴ．市出資公社の方向性検討 
 

１．市出資公社の現況把握 

（１）市出資公社の現況 

・宇治市の市出資公社は、「財団法人宇治市文化センター」「財団法人宇治市霊園公社」「財団

法人宇治市福祉サービス公社」「財団法人宇治市公園公社」「財団法人宇治市野外活動セン

ター」の 5つがある。 
・各団体の概要は以下の通りである。 

 
財団法人宇治市文化センター 
設立年月日 昭和 59年 10月 1日 
設立目的 市民文化向上・社会教育振興 
事業内容 施設管理・自主事業 
資産の構成 10,000千円（市全額出資） 
役員体制 理事長（1人）・副理事長（2人）・理事（9人）・専務理事（1人）・監事（2人）

計 15人 
担当部課 市民環境部文化自治振興課 
職員数 公社等職員 3人 嘱託・アルバイト 5人 計 8人 

 
財団法人宇治市霊園公社 
設立年月日 平成 4年 7月 15日 
設立目的 宇治市墓地公園及び宇治市斎場の管理及び運営 
事業内容 施設管理・自主事業 
資産の構成 墓園・斎場の管理運営受託、利便事業、墓園内の公園及び緑地に係る緑化事業ほか 
役員体制 理事長（1人）・副理事長（1人）・常務理事（1人）・理事（4人）・監事（2人）

計 9人 
担当部課 市民環境部環境企画課 
職員数 公社等職員 1人 嘱託・アルバイト 5人 計 6人 

 
財団法人宇治市福祉サービス公社 
設立年月日 平成 9年 3月 25日 
設立目的 高齢者を中心とした市民ニーズへの対応、利用者の自主的な選択権に基づく総合

的なサービス供給 
事業内容 在宅保健福祉サービス、居宅介護支援、訪問・通所介護 
資産の構成 176,834千円（うち市出資金 100,000千円） 
役員体制 理事長（1人）・副理事長（1人）・専務理事（1人）・理事（4人）・監事（2人）

計 9人 
担当部課 健康福祉部健康生きがい課 
職員数 公社等職員 71人 契約職員 5人 アルバイト 147人 計 223人 
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財団法人宇治市公園公社 
設立年月日 昭和 63年 7月 11日 
設立目的 都市緑化推進・公園緑地事業及びスポーツ・レクリエーションの発展振興 
事業内容 管理運営・維持管理・自主事業 
資産の構成 基本財産 30,000千円（宇治市出資） 
役員体制 理事長（1人）・副理事長（1人）・理事（7人）・常務理事（1人）・監事（2人）

・評議員（10人） 計 22人 
担当部課 都市整備部公園緑地課 
職員数 公社等職員 9人 嘱託 15人 計 24人 

 
財団法人宇治市野外活動センター 
設立年月日 平成 11年 3月 24日 
設立目的 生涯学習の振興及び福祉の増進、地域振興 
事業内容 野外活動全般にかかる施設提供、自主事業（体験） 
資産の構成 50,000千円（市出資金） 
役員体制 理事長（1人）・副理事長（1人）・常務理事（1人）・理事（4人）・監事（2人）・

評議員（5人） 計 14人 
担当部課 教育部生涯学習課 
職員数 公社等職員 5人 嘱託・アルバイト 8人 計 12人 
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（２）市出資公社の経営指標分析 

・外部から見た客観的な評価として、市出資公社の事業報告書より、過去 5 年間の収支計算
書及び貸借対照表のデータを集約し、経営指標分析を行った。 

 

１）全般的な分析結果 

・市出資の各法人は、いずれも借入金もなく、また、収支については、補助金等の金額で、

均衡が図られていることから、経営破綻の恐れは極めて少ないと考えられる。 
 

２）各団体別の分析結果 

団体名 分析結果 

財団法人宇治市文化センター 

・管理費比率、人件費比率が高く、経常的な支出の大部分が、人

件費及び管理費となっている。これは、事業内容において、貸

館と企画購入による自主事業の割合が高いためと考えられる。

事業内容に対する団体の規模が適正であるかを確認する必要

があると思われ、また、文化施設の運営管理については、民間

事業者が指定管理者となっている事例も多いことから、民間事

業者との比較においても、検討を行う必要があると思われる。

財団法人宇治市霊園公社 
・総収入の殆どが、市から補助金となっているが、これは、業務

内容の特性からと思われる。その他、各種経営指標からは、特

段の問題は見いだせなかった。 

財団法人宇治市福祉サービス公社 

・自己資本比率が徐々に低下しており、また、管理費比率が徐々

に上昇しているが、いずれもまだ問題となる水準には至ってい

ない。その他、各種経営指標からは、特段の問題は見いだせな

かった。 

財団法人宇治市公園公社 
・経営は安定的に推移しており、各種経営指標からも、特段の問

題は見いだせなかった。 

財団法人宇治市野外活動センター 
・経営は安定的に推移しており、各種経営指標からも、特段の問

題は見いだせなかった。 
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各団体の経営指標 

指標 文化センター 霊園公社 福祉サービス
公社 

公園公社 野外活動ｾﾝﾀｰ

1.自己資本比率  (40%以上) 25.27 81.02 52.59 84.14 82.39

2.流動比率 （100%以下要注意） 100.00 100.00 231.87 131.81 100.00

3.経常収入率 （高いほど良い） 64.21 0.26 91.57 61.64 52.03

4.補助金比率 （個別判断） 34.05 99.34 7.88 35.25 47.76

5.総資本回転率 （大きいほど良い） 991.55 0.43 438.54 131.50 107.13

6.管理費比率 （目安 50%以下） 91.54 1.17 22.93 35.99 45.83

7.人件費比率 （個別判断） 91.54 27.07 85.51 35.99 44.79
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（３）市出資公社の自己点検評価 

 

１）評価の方法 

・市出資公社の代表者等が、自ら記入して経営評価、経営診断を行う自己点検評価シートを

作成し、自己点検評価を行う。 
・自己点検評価の内容については、総務省「公益法人の効率的・自律的な事業運営の在り方

等に関する研究会報告書」（平成 16年 7月）の「公益法人自己評価モデル」より、評価項
目を設定する。 
 

項目 内容 

Ⅰ 目的と実際の

活動の関係 

・法人が目的に沿った公益活動を行っているか等を自己確認する項目

を取り上げる。 

・設立目的に沿った事業の実施、事業見直し、事業成果・課題の把握

等について評価を行う。 

Ⅱ 活動の活性化 ・法人が公益活動を活発に行うよう活動の活性化に関する項目を取り

上げる。 

・機関誌、パンフレット、ホームページ等を利用した法人活動のＰＲ、

効率的事業活動、関係団体等との協力等について評価を行う。 

Ⅲ 適正な運営と

透明性の確保 

 

・法人の適正な運営と透明性の確保に関する項目を取り上げる。 

・総会や理事会等の法人の意思決定機関の運営、役員等の選任、業務

及び財務等に関する資料の公開等について評価を行う。 

Ⅳ 財務会計 

 

・法人の財務会計に関する項目を取り上げている。 

・会計処理規程の整備、資産の管理運用の適切さや内部留保の適正さ、

公認会計士の関与等について評価を行う。 

Ⅴ 組織管理 

 

・法人の財務会計に関する項目を取り上げている。 

・所要の職員の有無、職員間での情報交換や職員向けの研修会を行っ

ているか等について評価を行う。 

 

２）評価の結果 

・評価の結果は次の通りであり、全体評価としては 5 つの市出資公社は全てＡ（よい）評価
となった。 

・「財団法人宇治市文化センター」では、大項目「Ⅱ．活動の活性化」がＢ（普通）評価とな

っており、小項目では「パンフレット」「議事内容の公開」などの項目でＣ（悪い）評価と

なっている。 
・「財団法人宇治市霊園公社」では、大項目も全てＡ評価となっている。小項目では「会員へ

の報告」「インターネットでの公開」、財務会計の「外部の指導・助言」などがＣ（悪い）

評価となっている。 
・「財団法人宇治市福祉サービス公社」では、大項目「Ⅱ．活動の活性化」がＢ評価となって

おり、小項目では「営利企業との競合」「議事内容の公開」などがＣ（悪い）評価となって

いる。 
・「財団法人宇治市公園公社」では、大項目「Ⅱ．活動の活性化」と「Ⅲ．適正な運営と透明

性の確保」がＢ（普通）評価となっており、小項目では「機関誌等」「パンフレット」「ホ

ームページの開設」「会員への報告」「資料の閲覧」「インターネットでの公開」「議事内容
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の公開」、財務会計の「公益法人会計基準」「外部の指導・助言」などがＣ（悪い）評価と

なっている。 
・「財団法人宇治市野外活動センター」では、大項目も全てＡ評価となっている。小項目では

「インターネットでの公開」「議事内容の公開」、財務会計の「外部の指導・助言」などが

Ｃ（悪い）評価となっている。 
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自己評価に対するコメント 

 自己評価に対する法人のコメント 今後、改善の検討を要する事項 

財
団
法
人
宇
治
市 

文
化
セ
ン
タ
ー 

 
－ 

１．文化会館設置当初から比較して、文化
を取り巻く環境は大きく変化している。
これに順応した、新たなミッションをも
つ必要があるが確立されていない。これ
を確立した上で、現行組織の強化を図る。
特に施設運営上、必須条件とされる舞台
構成の専門職・コーディネーターが皆無
であり、これを配置する。 

財
団
法
人
宇
治
市
霊
園
公
社 

１．計算書類等については、専門業者との
リース契約により「会計システム」を導
入し、必要な指導・助言を受けているた
め、有資格者等の援助は特に必要ないと
考える。 
２．管理運営に要する経費は、全て市から
の補助金・委託費及び公社独自の事業収
入でまかなっているが、収支差額分は全
額市へ返還することになっているため内
部留保はない。従って活性化事業には結
びつかない。 

１．「市民用端末」は設置されているが、事
務用に使用できるだけの接続はされてお
らず、イッターネットでの公開やホーム
ページ開設は困難となっている。（検討課
題である。） 

財
団
法
人
宇
治
市 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
公
社 

１．当法人における主たる業務内容が介護
保険事業であって、全事業の大半を占め
ている状況となっているため、「営利企業
との競合」の項目など、公益事業の評価
としては、若干馴染まないものも含まれ
ている。 
２．また、財務会計、組織管理については、
随時事務適正化に向けて諸規定の見直し
に取り組んでおり、ほぼ整備が図れてい
る状況である。 

１．当法人の概要や活動状況など、市民や
関係団体などに対して、機関紙、パンフ
レット、ホームページなどで一定の周知
は図ってはいるものの、当社実施のアン
ケート調査などの結果を踏まえると、そ
の認知度の格差は大きく、今後、幅広く
市民に普及啓発できる方法を考えていか
なければならない。 

財
団
法
人
宇
治
市 

公
園
公
社 

１．今回の調査を通じて、公園公社が管理
している植物園、黄檗公園、西宇治公園
などのそれぞれの公園施設管理及び事業
活動については実際上一定活動できてい
るが、公社の法人としての活動が市民（利
用者）へのＰＲを含め、活性化が十分に
できていないことが課題として明確にな
った。 

１．公園公社自体の法人としての活動内容
を市民（利用者）へのＰＲを含め活性化
するため、機関誌等の発行、パンフレッ
トの更新、ホームページの開設などを改
善・検討する必要がある。 
２．公園公社独自事業の記念植樹事業・プ
ランター貸出事業・生垣助成事業などの
事業見直しや新しい事業展開も検討する
必要がある。 

財
団
法
人
宇
治
市
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー 

１．交通アクセスの利便性向上により、利
用客が増加している。 
２．ふるさと志向の自主事業も募集を大き
く上回る申込みがある。 
３．職員の温かい接客態度やインターネッ
トを通じたイベント情報の提供によりお
客さまに喜んで来ていただく環境づくり
に心がけ、リピーターが増加している。
４．当センターは団塊の世代の受け入れと
して中高年をターゲットとしたイベント
を数多く開催するように心がけ、来客数
の安定確保に努める。 
等の評価により、センターの運営としては
順調に推移している。 

 

１．施設利用料金の増額と自主事業の増収
による財源の安定確保 
２．外壁が木造主体の建築構造からなって
おり築 7 年を経過していることから各所
で修繕対象となる箇所が増加している。
３．食堂運営、清掃作業、植栽管理等を委
託している会社の社員高齢化に対して早
急に手を打つ必要がある。 
４．今後の高齢化に伴う交通手段として路
線バスやコミュニティバスの運行が必要
である。 
５．慢性的な水不足に対する安定供給のた
めの水道設備の改善が必要である。 
６．夏場の利用客増に対応できる駐車場を
確保する必要がある。 
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２．市出資公社の検討課題 

 

・市出資公社の現況と経営診断等を踏まえ、各公社の検討課題を整理すると以下の通りとな

る。 

 

 市出資公社の検討課題 

 事業内容関係 運営体制関係 財務関係 

財団法人宇治市文化

センター 

・市内の文化活動の状

況等を踏まえた、事

業内容の再検討。 

・施設の改修完了時期

の目処付け。 

・人件費比率が高いこ

とから、現状の事業

内容に比べて人員

規模等が適正であ

るかの確認。 

・管理費比率、人件費

比率が高いことか

ら、人件費、委託費

の水準が適正な水

準であるか確認が

必要。 

・今後の支出削減の可

能性の検討。 

財団法人宇治市霊園

公社 

・事業収入のほとんど

が市からの補助金

等となっており、別

途、事業収入を確保

できる業務開発の

可能性の検討が必

要。 

・墓所供給について

は、公社として事業

を継続していく必

要性についての再

確認 

・事業内容と組織規模

の整合性がとれて

いるかの確認。 

・人件費、委託費等の

水準が適正である

かどうかの確認。 

・今後の支出削減の可

能性の検討。 

財団法人宇治市福祉

サービス公社 

・公社業務との整合性

（公社が管理を行

う必要性があるか）

の確認。 

・老朽施設改修の目処

付け 

・運営の外部委託の可

能性の検討。 

・人件費の水準が適正

であるかの確認。 

・今後の支出削減の可

能性の検討。 

財団法人宇治市公園

公社 

・事業収入を確保でき

る業務開発の可能

性の検討。 

・集客を高め、民間事

業者等と競合でき

る事業内容等の再

検討。 

・料金設定の再検討 

・人員配置が適切であ

るかの再検討 

・人件費、委託費の水

準が適切であるか。

・今後の支出削減の可

能性の検討。 

財団法人宇治市野外

活動センター 

・更なる事業収入を確

保できる業務の開

発、オフシーズンの

集客対策。 

・民間事業者等と競合

できる事業内容等

の再検討。 

・人員配置が適切であ

るかの再検討。 

・人件費、委託費の水

準が適切であるか。

・今後の支出削減の可

能性の検討。 
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・これら検討課題に加え、「２．施設別最適管理運営体制検討結果 （１）管理運営体制を変

更する施設」において、「②指定管理者（非公募）→指定管理者（公募）となる施設」の管

理にあたっている市出資公社に関しては、指定管理者選定の際の競争に敗れた場合も想定

しておかなければならない。 

・これら市出資公社のほとんどが、当該施設管理を目的に設立されたものであるため、指定

管理者として選定されなかった場合はその存在意義を失い解散することなる。 

・解散する場合は各市出資公社の寄付行為に基づき手続きを進めていくこととなるが、前述

の通りこれら市出資公社は当該施設管理を目的として、当時の地方自治法による要請のも

と市が設立したものであることを踏まえ、その職員の処遇については、当該市出資公社が

主体となって検討しなければならないものの、宇治市としても最大限の配慮が求められる。 

・現在、各市出資公社においては「指針」に基づき経営改善対策を実施され、次期指定管理

者として選定されるよう努力されているところであるが、宇治市側担当部局においては指

定管理者として選定されなかった場合も視野に入れ、職員の処遇等の配慮について検討を

進めておく必要がある。 

・なお、一般的な市出資公社解散時の手続きや、他団体における職員処遇例等については参

考資料を参照されたい。 
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参考資料：市出資公社の解散時の手続きについて 
 
ここでは、市出資公社が公募に落選するなど、その解散が必要となった場合についての

一般的な手続を紹介する。 
 
（１）解散に関する法規 
公益法人改革関連法は、平成２０年に施行予定となっており、それ以前の時期における現

行の財団法人の解散については、現行の民法の手続きによることとなる。なお、公益法人

改革関連法の施行後も、現行の公益法人（含む財団法人）は、５年間は、特例民法法人と

して存続可能であり、その間に解散する場合は、なお、従前の例によるものとされている。 
 
（２）解散の事由 
民法上の財団法人の解散事由には、下記のものがある。 
①定款又は寄付行為をもって定めた解散事由の発生 
②法人の目的たる事業の成功又は、成功の不能 
③破産 
 

宇治市の各財団の寄付行為における解散についての規定 

財団名 規定 

財団法人宇治市文化センター 理事現在数の３／４以上の議決＋京都府教育委員会の

許可 
財団法人宇治市霊園公社 理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ３／４以上の

同意＋京都府知事の許可 
財団法人宇治市福祉サービス公社 民法の規定によるほか、理事現在数及び評議員現在数の

３／４以上の同意 
財団法人宇治市公園公社 民法の規定によるほか、理事現在数及び評議員現在数の

それぞれ３／４以上の同意＋京都府知事の許可 
財団法人宇治市野外活動センター 理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ３／４以上の

同意＋京都府知事の許可 
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（３）解散の手続き 
 
財団法人の解散の手続きは下記の通り 
１）解散許可申請書等の主務官庁への提出 
・ 解散許可申請書 
・ 解散理由書 
・ 財産目録 
・ 残余財産及びその処分方法の概要 
・ 理事会議事録 
・ 清算人就任承諾書 
・ 清算人名簿 
 
２）法務局への解散及び清算人の登記 
期限：主たる事務所の所在地では、解散後２週間以内 
   その他の事務所の所在地では、解散後３週間以内 
登記事項 
・ 精算人の氏名 
・ 精算人の住所 
・ 解散の原因 
・ 解散の原因の発生月日 
 
３）主務官庁への解散及び清算人が就任した旨の届け出 
 
４）税務署への解散届の提出 
収益事業を行っていた財団法人の場合、解散後速やかに解散届を税務署に届け出る 
・ 異動（変更）届 
・ 解散登記後の登記簿謄本 
・ 解散に係る議事録 
・ 事業廃止の届出書（届出者の氏名・名称・納税地、廃止の年月日 を記載） 
なお、地方税については、各自治体の条例に定められた手続きを行う。 
 
５）社会保険事務所への届出 
解散後５日以内に社会保険事務所へ届出書を提出 
・ 健康保険・厚生年金適用事業所全喪届 
・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 
・ 全員の健康保健証 
・ 解散登記がされている場合、その登記簿謄本 
 
６）労働保険に関する手続き 
解散後５０日以内に労働基準監督署に労働保険確定保険料申告書を提出 
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７）雇用保険に関する手続き 
解散後１０日以内に雇用保険適用事業所廃止届を公共職業安定署に提出 
解散により職員等が退職する場合には、下記を併せて提出する。 
・ 雇用保険被保険者資格喪失届 
・ 雇用保険被保険者離職証明書 
・ 労働者名簿 
・ 出勤簿 
・ 賃金台帳 
・ 離職理由確認書類 
 
８）その他 
・ 解散日までの未払い給与の支払い 
・ 給与受給者への給与所得の源泉徴収票の交付（１ヶ月以内） 
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（４）精算 
 
財団法人の解散に伴う精算の概要は、下記の通り 
１）債権者に対する官報公告 
精算開始の原因に該当することとなった後、遅滞なく、精算法人の債権者に対して２ヶ月

以内に少なくとも３回の除斥の広告を行わなければならない。 
また、催告書の広告を併せて行う。 
 
２）知れたる債権者に対する個別催告 
解散法人の会計帳簿等によって判明している債権者には、個別に債権申出の催告書を送付

しなければならない。 
 
３）残余財産の確定 
現務の終了・債権の取り立て、債務の弁済を経て、収入・支出がなくなった段階で、残余

財産が確定する。 
 
４）精算事務承認の清算人会 
・ 解散日から残余財産の確定までの決算の承認 
・ 確定した残余財産についての承認 
・ 残余財産処分許可申請及び、精算結了届出についての承認 
 
５）主務官庁への残余財産処分許可申請、精算結了届出の提出 
 
６）残余財産の処分 
① 定款又は、寄付行為に帰属者が直接指定されている場合には、その指定されているも

のに帰属する。 
② 定款又は、寄付行為に帰属者を指定する方法が定められている場合には、その方法に

従って帰属者を定める。 
③ 上記①、②がない場合、理事が主務官庁の許可を得て、その法人の目的と類似した目

的のために処分する。なお、以上の方法で処分されない財産は、国庫に帰属する。 
 

宇治市の各財団の寄付行為における残余財産処分の規定 

財団名 処分方法 

財団法人宇治市文化センター 宇治市に帰属 
財団法人宇治市霊園公社 この法人と類似の目的をもつ団体に寄付 
財団法人宇治市福祉サービス公社 宇治市又は公社と類似の目的をもつ団体に寄付 
財団法人宇治市公園公社 この法人と類似の目的をもつ団体に寄付 
財団法人宇治市野外活動センター 宇治市又はこの法人と類似の目的をもつ公益法人に寄付 
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財団法人の解散手続きのフロー

 

解散の事由発生 

解散許可申請書等の主務官庁への提出 

法務局への解散及び清算人の登記 

主務官庁への解散及び清算人が就任した旨の届け出 

税務署への解散届の提出、社会保険事務所への届出 
労働保険、雇用保険に関する手続き 

精算手続き 

主務官庁の許可 

解散、職員の解雇 

残余財産の確定 

残余財産の処分 
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（５）解散時の職員等の処遇について 
・ 財団法人が解散する場合は、職員は雇用先が消滅するため解雇されるので、財団法人の

解散に際しては、プロパー職員の雇用が最大の問題となることが多い。なお、解雇等に

当たっては、通常の民間企業と同じ労働基準法、民法等が適用される。 
・ 実務的には、財団の解散に際しては、前もってプロパー職員との協議を行い、雇用の確

保についての方策や解雇の条件を検討することが必要となる。 
・ 指定管理者の導入に伴う財団法人の解散の場合は、指定管理者による財団職員の再雇用

が、かなり一般的に行われていると考えられる。 
・ 指定管理者の募集要項において、指定管理者に財団職員の雇用について一定の配慮を求

める場合もあり、条件として明示しているものもある。 
・ なお、解散前に事業譲渡という形で民間企業等に財団の事業を引き継がせる場合には、

従業員各人の同意を得て、労働契約の移転（転籍）をする方法もある。 
 
（財団職員が業務の受託者に雇用された事例） 
芦屋市立美術博物館（芦屋市文化振興財団：解散） 
→ 市直営となり、市から運営業務を受託した NPO法人 芦屋ミュージアム・マネジメン
トが館職員を雇用。なお、NPOの雇用までには、市と財団職員との間で継続的な話し合い
がもたれた。 
 
（募集要項で財団職員の雇用を求めた事例） 
熊本県立劇場 指定管理者募集要項 P8管理執行体制の留意点 
「現在、県立劇場の管理運営を行っている（財）熊本県立劇場の職員のうち、雇用を希望

する職員の継続雇用についての提案を求めます。提案については、事業計画書で提案して

ください。」 
 
米子市文化ホール 指定管理者募集要項 P10 その他の条件 
「指定管理者は、管理業務を行うため、新たに職員を雇用する場合にあっては、現に当該

管理業務の処理を市から委託されている財団法人米子市教育文化事業団の職員の採用に配

慮するよう努めること」 
 


